
（平成２１年６月１０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 69 件

国民年金関係 42 件

厚生年金関係 27 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 73 件

国民年金関係 42 件

厚生年金関係 31 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                    

  

東京国民年金 事案 4517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 37年２月までの期間及び 37年 10月から 38年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年２月まで 

             ② 昭和 37年 10月から 38年３月まで  

 私の国民年金は、次兄が、昭和 36年の制度発足ころに加入手続をし、国

民年金保険料を納付してくれていた。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年４月分の国民年金保険料を納付した領収証書を所持し

ているとともに、申立人の国民年金被保険者名簿にも、同月の保険料は納付

済みと記録されている。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 36 年３月ごろに兄弟４名

連番で払い出されており、申立人の国民年金の加入手続及び保険料を納付し

ていたとする次兄は、兄弟４名の国民年金の加入手続をし、申立人及び長兄

の二人は身体に障害を持っていたことから、将来のことを考えて、二人分の

保険料を一緒に納付していたと証言しているとともに、長兄は、申立期間を

含めて保険料をすべて納付していることが確認できる。    

さらに、上記の領収証書によると、昭和 36 年４月分の保険料を 37 年９月

に過年度納付していることが確認でき、その時点で、申立期間①の保険料に

ついては過年度納付することが、申立期間②については現年度納付すること

が可能な期間である上、当該両期間の間の期間の保険料は納付済みであるな

ど、申立期間の保険料が未納とされていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4518 

                 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年８月から 49年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年８月から 49年７月まで 

 私は、20 歳前から昭和 48 年８月ころまで、実家に住民票を置いたまま、

他市に居住していた。私が 20歳になったころ、実家が所在する区から、実

家に国民年金の加入勧奨の通知が届き、両親のどちらかが国民年金の加入

手続をしてくれた。加入勧奨通知とともに国民年金保険料の納付書が同封

されていたことを記憶している。申立期間の保険料は、実家又は自宅に送

付された納付書により、金融機関で納付していた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、国民

年金の種別変更及び複数回の厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切

に行っている。 

また、申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、国民年金に加入し

た経緯及び保険料の納付場所等について具体的に記憶しているとともに、申

立人が 20 歳当時に住民登録していたとする区では、申立期間当時、国民年金

の加入対象者に、加入勧奨の通知等とともに保険料の納付書を送付していた

ことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4519 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39年２月から 41年３月までの期間及び 43年 10月から 44

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月から 41年３月まで 

             ② 昭和 43年 10月から 44年３月まで 

    私は、20歳のころ、勤務先の雇用主に勧められて、国民年金の加入手続

を行い、雇用主夫婦及び同僚等と一緒に、集金人や勤務先に出入りしてい

た取引金融機関の職員を通じて国民年金保険料を納付していた。また、結

婚後は、私が、夫の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の保険料を一

緒に納付していた。夫の加入手続をしたころ、夫の未納分の保険料ととも

に、自分の未納分の保険料をまとめて納付したと記憶している。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している。 

申立期間①については、申立人の夫の国民年金手帳の記号番号は、昭和 45

年 11 月ごろに払い出されており、別の手帳記号番号の払い出しは確認できな

いこと及び所持する領収証書によると、43 年 10 月から 45 年３月までの保険

料を同年 12 月に過年度納付していることなどから、夫は、40 年４月から 43

年３月までの期間の自身の保険料を第１回特例納付で納付したものと考えら

れる。また、結婚後は、申立人が夫婦二人分の保険料を納付していたことを

考慮すると、申立人は、当該期間の保険料を第１回特例納付で納付したもの

と推認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、６か月と短期間で、当該期間前後の期間の保険料

は納付済みであるとともに、一緒に保険料を納付していたと説明する雇用主

夫婦及び同僚は、当該期間の保険料を納付していることが確認できるなど、



                    

  

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4526 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和51年12月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和41年12月から44年３月まで 

             ② 昭和45年４月から47年３月まで 

             ③ 昭和51年12月 

    私の母は、私が学生で二十歳になった時に区役所又は社会保険事務所で

国民年金の加入手続をしてくれ、申立期間①については、母が国民年金保

険料を納付してくれていたはずである。申立期間②及び③については、私

が区役所窓口で納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、申立人は昭和52年１月から60歳までの国民年金保

険料をすべて納付しており、当該期間は１か月と短期間である上、一緒に納

付していたとする元夫は自身の保険料が納付済みであるなど、当該期間の保

険料が未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、保険料を納付

していたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、

当時の状況が不明確である上、申立人の兄二人も学生期間は国民年金に未加

入となっている。また、申立期間②については、申立人が納付していたとす

る金額は、当該期間当時の保険料額と異なるなど、申立人及び母親が申立期

間①及び②の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は 47 年 10 月以降に払い出

されていることが確認でき、この時点では、申立期間①及び申立期間②の一



                    

  

部は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 51年 12月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4527 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成３年５月及び同年６月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年６月から同年 11まで 

              ② 平成３年５月及び同年６月 

    私は、会社を退社後、区役所で国民年金の加入手続を行い、20歳からの

国民年金保険料をさかのぼって分割納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、国民年金手帳の記号番号の払出日から、国民年金

保険料を現年度納付することが可能な期間であり、当該期間前の納付済みと

なっている期間の保険料は過年度納付されていることが確認できる上、当該

期間は２か月と短期間であること、当該期間後の厚生年金保険から国民年金

への切替手続は適切に行われていることなど、当該期間の保険料が未納とな

っていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

国民年金の加入時期及び保険料の金額に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された平成３年 12 月時点では、

当該期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間である上、申立人

は別の手帳を所持していた記憶が無いと説明しているなど、別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成３年５月及び同年６月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



                    

  

東京国民年金 事案 4528 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和50年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和50年３月 

私は、昭和50年３月に市役所で国民年金の任意加入手続を行い、その際、

申立期間の国民年金保険料を市役所の窓口で交付された納付書により市役

所内の金融機関で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間は 1 か月と短期間である。また、申立人は昭和 50 年３

月に国民年金に任意加入していることが確認でき、その時点で、申立期間は

保険料を現年度納付することが可能な期間である上、申立人は保険料の納付

場所や納付方法について具体的に説明しており、その内容は、当時の市にお

ける国民年金加入手続及び保険料収納業務の取扱いと合致しているなど、申

立期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4529 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年４月から 45 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 44年３月まで 

             ② 昭和 44年４月から 45年３月まで 

私の父は、私が 20 歳になった時点から、私の申立期間①の国民年金保険

料を納付してくれていたはずである。また、申立期間②については、昭和

46 年に転居して国民年金の手続をした後、妻が、その時点でさかのぼって

納付できるすべての未納とされている期間の保険料を納付したはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、12 か月と短期間である上、国民年金保険料を一緒

に納めていたとする申立人の妻は当該期間の自身の保険料が納付済みであり、

申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 46 年５月時点で、当該

期間は保険料をさかのぼって納付することが可能な期間である。また、妻は

申立人の保険料をさかのぼって納付した金額や納付状況等に関する記憶が明

確であるなど、当該期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の父親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は国民年金の加入手続及び当該期間の保険料の納付に関与しておらず、保

険料を納めていたとする父親から当時の納付状況等を聴取することができな

いため、当時の状況が不明確であるなど、父親が当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。また、申立人の国民年

金手帳の記号番号が払い出された昭和 46 年５月時点では、当該期間は時効

により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 



                    

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 44 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4532 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年１月から 55 年２月までの期間及び平成９年７月から 11

年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年１月から 55年２月まで 

             ② 平成９年７月から 11年 12月まで 

    私は、申立期間①の国民年金保険料を区役所で、申立期間②の保険料を

信用金庫で納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に対応する昭和 51 年から 55 年までの期間及び平成９

年から 11 年までの期間の確定申告書を所持しており、申告額は当時の国民年

金保険料額と一致している。また、保険料を納付していたとする区役所及び

信用金庫では、申立期間当時保険料の収納業務を行っていたことが確認でき

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4533 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から 54年３月まで 

    私は、婚姻後の昭和 54年３月に、義母に勧められて国民年金に加入し、

申立期間の国民年金保険料を４年分まとめて納付した。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している上、申立人

が納付したとする昭和 54 年３月時点では第３回特例納付が実施されている。

また、申立人が納付したとする保険料の金額は、申立期間の保険料を第３回

特例納付、過年度納付及び現年度納付により納付した場合の保険料額とおお

むね一致する。さらに、申立人が納付したとする金融機関は国庫金の収納を

取り扱っているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4534 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 47年３月まで 

    私は、区役所で過去の未納分となっていた国民年金保険料を納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している上、申立人

が保険料をまとめて納付したとする昭和 47 年には、第１回特例納付が実施さ

れている。また、申立人が保険料をまとめて納付したとする保険料額は、申

立期間の保険料を過年度納付及び第１回特例納付により納付した場合の金額

とおおむね一致する。さらに、申立人は、区役所庁舎内で保険料を納付した

と説明しているところ、申立人が居住する区の区役所では、第１回特例納付

実施期間中、庁舎内に国庫金を取り扱える金融機関が設置されていることが

確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4539 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 22年生 

    住    所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から同年３月まで      

    私は、昭和 49 年３月に近所の友達に誘われて国民年金に加入した。昭和

61 年４月に第３号被保険者になるまでは、国民年金保険料の納付を続けて

いたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年３月に国民年金に任意加入して以降、申立期間を除き

国民年金保険料をおおむね納付しており、申立期間は３か月と短期間である

上、申立期間の直前の 49 年４月から 52 年 12 月の期間の保険料はすべて３

か月ごとに納付書で納期限内に納付しており、申立期間直後の 53 年４月か

ら 54 年３月の期間の保険料は口座振替によりすべて納付しているなど、申

立期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4540 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 12年生 

    住    所 :   

                  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年１月から同年３月まで      

    私は、区役所で申立期間の国民年金保険料を納付したはずで、当時、窓

口職員から台帳に印があるから領収書は必要ないと言われた記憶がある。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43 年８月に国民年金に任意加入して以降、国民年金加入期

間の国民年金保険料をおおむね納付しており、申立期間は３か月と短期間で

ある上、その前後の期間の保険料を納付しているなど、申立期間の保険料が

未納となっていることは不自然である。 

また、申立人が当時居住していた市が保有する被保険者名簿には、申立期

間を含む昭和 47 年度の保険料はすべて納付済みと記載されているなど、行

政側において申立人に係る記録管理が適切に行われていなかった状況が見ら

れる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4541 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年６月から 45 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年６月から 45年２月まで 

    私は、父から、私が 20 歳になった時から国民年金保険料を納付している

と聞いていた。私の保険料と一緒に納付していたとする姉の保険料は 20

歳から納付済みとなっている。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付し、国民年金被保険者の種別変更手続を適切に行っている。また、申立期

間当時に申立人と同居し、申立人の父親が国民年金の加入手続及び保険料の

納付をしていたとする申立人の姉は、20 歳から国民年金に加入し、申立期間

の自身の保険料が納付済みとなっている上、申立人の母親は、昭和 40 年４月

から国民年金に加入し、申立期間を含め 60 歳に至るまで保険料をすべて納付

している。 

さらに、申立人の姉は、申立期間当時、父親から申立人及び自身の保険料

を納付していたことを聞いていたと証言しているなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4542                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年４月から同年８月までの期間及び

43 年１月から 44 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月から 41 年８月まで 

              ② 昭和 41年 12月から 42年８月まで 

              ③ 昭和 43年１月から 44年３月まで 

    私の夫は、昭和 44年から 45年ごろ、夫婦二人分の国民年金保険料をさ

かのぼって納付したはずである。夫の保険料が納付済みとなっているのに、

私の申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②のうち昭和 42 年４月から同年８月までの期間及び申立期間③に

ついては、保険料を一緒に納付していたとする夫の当該期間の保険料は 44 年

に過年度納付されていることが確認できる上、申立人が所持する夫婦二人分

の領収書によると、44 年４月から 46 年３月までの保険料は夫婦同一日に納

付されていることが確認できるなど、申立人の当該期間の保険料が未納とな

っていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①及び申立期間②のうち昭和 41 年 12 月から 42

年３月までの期間については、申立人の夫が当該期間の保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、当該期

間の保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付したとされる夫から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。

また、夫も申立期間①のうち 39 年 10 月から 41 年６月までの保険料は未納

となっている上、夫のその後の 41 年７月から 42 年３月までの期間の保険料

は、43 年 10 月から 44 年３月までの保険料が重複納付されたため、その後に

充当処理されたものであることが確認できるなど、夫が申立人の当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                    

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 42 年４月から同年８月までの期間及び昭和 43 年１月から 44 年３月まで

の期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4543 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月から同年３月まで 

私は、大学４年になった平成３年に国民年金に加入して就職するまで国

民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について国民年金保険料をす

べて納付しており、申立期間は３か月と短期間である上、申立人は、厚生年

金保険から国民年金への切替手続及び第３号被保険者から第１号被保険者へ

の切替手続を適切に行っている。また、申立期間直前の平成３年４月から同

年12月までの保険料は現年度納付されていることが確認できる上、申立人が

納付したとする保険料額は申立期間当時の保険料額と一致するなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4544 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和44年４月から同年６月までの期間及び44

年10月から45年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和36年４月から41年３月まで 

             ② 昭和44年４月から同年６月まで 

             ③ 昭和44年８月から同年９月まで 

             ④ 昭和44年10月から45年９月まで 

             ⑤ 昭和46年10月から49年４月まで 

私は、昭和38年12月に母と喫茶店を開業し、私の国民年金保険料は、私

か母が店に来ていた集金人に納付していたはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び④については、３か月及び12か月といずれも短期間であり、

前後の期間の国民年金保険料は納付済みである上、申立人は当該期間のうち、

厚生年金保険加入期間についても、国民年金保険料を納付していたことが確

認できるなど、当該期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①及び⑤については、申立人及びその母親が当該

期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、申立人は納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、母親からは当時の加

入手続及び納付状況等を聴取することはできないため、当時の納付状況等が

不明確である上、申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号

が払い出された昭和41年５月時点では、当該期間の過半は時効により保険料

を納付することができない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。また、申立期間③について

は、平成20年２月に厚生年金保険記録が統合されたことにより、当該期間の

保険料は同年２月28日に還付決議され、同年６月13日に還付されていること



                    

  

がオンライン記録上確認でき、この記載内容に不合理な点は無く、ほかに申

立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。さらに、申立期

間⑤については、当該期間中に、保険料の納付方式が印紙検認方式から納付

書方式に切り替わっていたものの、申立人は納付書による納付の記憶は乏し

く、当該切替えに関する記憶も曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 44 年４月から同年６月までの期間及び 44 年 10 月から 45 年９月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4547 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から同年３月まで 

    私は、所持している申立期間の国民年金保険料領収証書を社会保険事務

所に提示したが、納付済みとはしてもらえず、その分の保険料を還付する

ということだった。申立期間を納付済期間としてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付した領収書を所持しており、

申立期間の保険料を納付した昭和 49 年５月時点では、国民年金の被保険者

となり得ない任意加入資格取得前の期間の保険料相当額を納付したものと認

められ、平成 20 年４月に還付決議がなされるまでこれが還付された事実は

認められないことから、申立人が、申立期間の保険料相当額を納付し、長期

間国庫歳入金として扱われていたことは明らかであり、申立期間が任意加入

資格取得前の期間であり国民年金の被保険者となり得ないことを理由として、

保険料の納付を認めないのは信義則に反する。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。  



                    

  

東京国民年金 事案 4548 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年４月から 46 年３月までの期間、52

年７月から同年９月までの期間及び 57 年４月から同年６月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年４月から 49年６月まで 

             ② 昭和 52年７月から同年９月まで 

             ③ 昭和 57年４月から同年６月まで 

    私は、30歳になる昭和 45 年 12月より前に、国民年金保険料を分割納付

した後、ずっと保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①のうち、昭和44年４月から46年３月までの期間については、申

立人は、20歳から当該期間の直前まで国民年金保険料を納付しているほか、

当該納付済みと記録されている保険料は、申立人は、30歳になる前に分割納

付したとしていることから45年７月から実施された第１回特例納付及び過年

度納付により納付したものと考えられ、当該納付時点で当該期間の保険料も

過年度納付及び現年度納付により納付することが可能であり、納付書により

納付したとする方法は、当時の過年度納付の方法及び申立人が居住していた

区の納付方法と合致している。また、申立期間②及び③については、それぞ

れ３か月と短期間である上、当該期間の前後の保険料は納付済みとなってい

るなど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和46年４月から49年６月までの期間

については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付額の記

憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 



                    

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 44 年４月から 46 年３月までの期間、52 年７月から同年９月までの期間

及び 57 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4549 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年３月 

    私の母は、私の申立期間の国民年金保険料を納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間直後の平成元年４月から４年３月までの国民年金保険

料を納付しており、申立期間は１か月と短期間である。また、申立人の母親

が納付したとする市役所は、申立期間当時、保険料の収納を行っている上、

申立人が所持する国民年金手帳には元年３月９日に任意加入した旨記載され

ており、申立期間の保険料を現年度納付することが可能であったなど、申立

期間の保険料が未納となっているのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4550 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 38年３月まで 

    私は、申立期間の免除申請はしておらず、国民年金保険料を納付してい

た。申立期間の保険料が免除とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間が 12 か月と短期間である上、申立人が集金人に国民年金保険料を

納付し、国民年金手帳に検認印を押してもらったとする方法は、申立人が当

時居住していた区の納付方法と合致しており、納付したとする保険料の月額

は、申立期間の保険料額と一致している。また、申立人の国民年金手帳の記

号番号が払い出された昭和 39 年３月時点では、制度上、申請免除と記録さ

れている申立期間は、免除を申請することができない期間であり、申立人が

居住していた区でも、手帳記号番号の払い出し前にさかのぼって免除するこ

とはないと説明しており、行政側において、申立人に係る申請免除を誤って

記録したと考えるのが自然であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4551 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年２月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年２月から 38年３月まで 

    私の夫は、夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年

金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直後から 60 歳になるまで国民年金保険料をすべて納付

している上、区の集金人に現金を手渡し、印紙検認を受けたとする納付方法

は、申立人が当時居住していた区の納付方法と合致しており、納付したとす

る保険料額は、当時の保険料額と一致する。また、申立人の保険料を納付し

たとする申立人の夫は、申立期間の大部分の保険料が納付済みとなっている

上、未納とされている夫の２か月分の保険料については、同一年度内に納付

済みと未納が混在している場合に保存することとされている夫の特殊台帳が

保存されていないなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて、総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4552 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年３月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年６月から 41年１月まで 

             ② 昭和 44年３月から同年６月まで 

    私は、昭和 38 年６月に転居先の市で、当時婚姻していた夫に国民年金の

加入手続をしてもらい、その後は、自分で国民年金保険料を納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、当該期間直後から 60 歳になるまで国民

年金保険料をすべて納付しており、当該期間は４か月と短期間である上、申

立人が納付書により市の集金人に保険料を納付したとする方法は、申立人が

当時居住していた市の収納方法と合致しているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

国民年金の加入手続に直接関与しておらず、加入手続を行ったとされる夫か

ら状況を聴取することができないため、加入手続の状況が不明確である。ま

た、申立人は、納付したとする保険料額の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 44 年８

月時点では、当該期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 44 年３月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4553 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年４月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から 56年３月まで 

    私の母は、区役所で私の国民年金への加入手続を行い、申立期間の私の

国民年金保険料をまとめて納付していた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間直後から現在まで国民年金保険料をすべて納付してお

り、申立期間は 12 か月と短期間である。また、納付書により納付したとする

方法は、申立人が居住していた区の納付方法と合致しており、申立人の国民

年金手帳の記号番号が払い出された昭和 56 年４月時点では、申立期間の保険

料を区役所で現年度納付することが可能であった。さらに、保険料を納付し

たとする母親は、申立期間の自身の保険料が納付済みとなっているなど、申

立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4558 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年７月から 37年３月及び 45年４月から同年 12月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年７月から 37年３月まで 

             ② 昭和 45年４月から同年 12月まで 

    申立期間①の国民年金保険料は、父が自宅に来た集金人にさかのぼって

納付していた。申立期間②については、私が兄夫婦の分と３人分を郵便局

で納付した。兄夫婦が納付済みとなっているのに、申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、申立

期間はそれぞれ９か月と短期間である。 

申立期間①については、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 37 年９

月時点で過年度納付が可能な期間であり、申立人の父親が 20 歳までさかのぼ

って保険料を納付したことを聞いたことや納付場所、方法の記憶は具体的で、

当時の制度と一致している上、納付したとする金額は納付すべき保険料額と

一致している。また、申立人の父親が申立人と同様に保険料を納付していた

とする兄夫婦の申立期間は納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

さらに、申立期間②についても、申立期間の前後の期間は納付済みとなっ

ており、納付場所、方法の記憶は具体的である上、納付したとする金額は納

付すべき保険料額と一致している。また、申立人が保険料を納付していたと

する兄夫婦の申立期間は納付済みとなっており、申立期間の前後で住所等の

変更などの生活環境の変化はないなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4559 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から同年３月まで 

私は、結婚してから夫が国民年金に加入手続をして、保険料を納付して

くれた。昭和 46年の確定申告書も所持している。申立期間が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している。 

申立期間は３か月と短期間であり、国民年金手帳記号番号が払い出された

昭和 46 年２月ごろの時点で現年度納付により納付可能な期間である。また、

納付したとする申立人の夫の納付方法、場所の記憶は具体的である上、納付

したとする金額は納付すべき保険料額と一致している。さらに、申立人の夫

の昭和 46 年の確定申告書には、申立人のものと推定される一年分の国民年金

保険料が記載されているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4560                    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 40年５月から 41年３月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 41年３月まで 

    私は、会社を退職した後、国民年金加入の勧奨通知が来たので加入手続

きをした。集金人が家に来ていたことも記憶している。同居していた他の

家族の国民年金保険料が納付済みとなっているのに、私の分だけ未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 40 年５月から 41 年３月までの期間については、申

立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 40 年 11 月時点では、当該

期間は現年度納付が可能な期間である。また、当該期間後の保険料は納付済

みとされている上、申立人の父親が申立人の分と一緒に保険料を納付してい

たとする申立人の長兄、次兄、長姉については、当該期間の保険料が納付済

みとされているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 39 年４月から 40 年４月までの期間

については、申立人の父親が申立人の当該期間の保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、当該期間は、国民年金手

帳記号番号払出簿の記録から、当時から未加入期間であったことが確認でき

る上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は無く、保険料を納付していたとする申立人の父親から当時の納付状況等

を聴取することができないため、保険料の納付状況は不明であるなど、当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭

和 40 年５月から 41 年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4561 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 45年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 45年８月まで 

    私は、昭和 35 年 10 月ごろ、妻、弟と３人一緒に国民年金に加入し、国

民年金保険料を納付してきたはずである。保険料は基本的に亡くなってし

まった妻が支払ってきており、実際に自分が納付に関わったことはないが、

同居していた妻や弟の保険料が納付済みとなっているのに、私の申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 36 年２月ごろに妻及び同居していた

弟と連番で払い出されており、申立人が３人分を一緒に納付していたとする

妻及び弟は申立期間の保険料は納付されている上、申立人は国民年金への加

入時期、手続、保険料の納付方法及び納付場所等の記憶は具体的かつ鮮明で

ある。 

申立期間は国民年金の未加入期間とされているが、手帳記号番号払出後に

生活状況等に変化はなく、申立期間当時、申立人が雇用していたとする者も

申立人の妻や弟と同時期に国民年金に加入していることなどから、国民年金

への加入を取り消される理由も見当たらない上、払出簿に妻及び弟と同様に

他市区町村への転出の押印があり、取消は少なくとも昭和 38 年 10 月以降、

申立人の経営する会社が厚生年金保険の新規適用を受けた 45 年９月までの間

に行われたことが推認できるなど、行政側における記録管理等の事務が適切

に行われていなかった状況がうかがわれる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4566                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年８月から 49年３月まで 

私は、昭和 49 年８月に就職し、雇用主が私の国民年金の加入手続を行っ

てくれた。その際に、雇用主から過去の保険料を自分で納付するように勧

められたので、３回か４回に分けて１回 3,000 円か 4,000 円の保険料を納

付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの期間については、当

該期間後の国民年金保険料はすべて納付済みである。また、申立人が申立期

間の保険料を納付したとする自宅近くの郵便局は、申立期間当時開設されて

おり、納付したとする保険料額 1 万 6,000 円は、当該期間及び納付済みと記

録されている 49 年４月から 50 年３月までの期間の保険料を過年度納付した

場合の金額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 48 年８月及び同年９月については、

申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、納付したとする保険料額は、当該期間及び 48

年 10 月から 50 年３月までの保険料を納付した場合の金額には足りないなど、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 51 年１

月時点では、当該期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年 10月から 49 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4567 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年５月から 11 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年５月から 11年１月まで 

    私は、平成 10年５月に会社を退職後、国民年金に加入し、申立期間の国

民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は９か月と短期間であり、申立人が国民年金保険料を納付書によ

り納付したとする方法は、当時居住していた市の納付方法と合致している上、

納付したとする金融機関は、当時開設されており、保険料の収納業務を取り

扱っている。また、申立人が所持する預金通帳には、平成 10 年６月 23 日に

６万円の出金記録があり、当該箇所に使途と考えられる申立人及び申立人の

妻それぞれの 10 年５月分の保険料額が手書きで記載されている。さらに、申

立人と一緒に市役所に行き、申立人の国民年金加入手続と同時に国民年金第

３号被保険者から１号被保険者への種別変更をしたとする申立人の妻は、申

立期間の保険料が納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4571 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から同年３月まで 

私達夫婦の国民年金保険料は、妻が金融機関で納付していた。申立期間

は、妻の保険料は納付済みとされているのに、私の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和 40 年４月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間は３か月と短期間である。 

また、夫婦二人分の保険料を納付していたとする妻は、申立期間当時の保

険料の納付方法等の記憶が鮮明であり、申立期間の自身の保険料は納付済み

となっている。 

さらに、申立期間及びその前後の期間を通じて申立人の生活状況に大きな

変化は見られないなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4572 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

            ② 昭和 51年１月から同年６月まで 

私は、国民年金制度発足時に市役所で国民年金への加入手続をし、その

後、漏れなく国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間①については、申立人は、国民年金に加入以降、申立期間を除き

国民年金保険料をすべて納付しており、国民年金への加入時期、加入場所及

び加入当時の保険料納付の記憶が鮮明である。また、昭和 37 年以降は、申立

人の国民年金印紙の購入方法は申立人が居住していた地域の購入方法と合致

しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立人は、当

該期間の保険料の記憶が曖昧
あいまい

である上、当該期間の保険料の未納記録は、申

立人が昭和 58 年 10 月当時に居住していた区で国民年金に再加入した際に生

じたものであることが申立人の所持する国民年金手帳から確認できるなど、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4573 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年４月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年３月まで 

私は、結婚してから夫婦で集金人に国民年金保険料を納付していた。申

立期間は、妻の保険料は納付済みとなっているのに、私の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 41 年４月から同年９月までについては、申立人は

42 年４月以降の国民年金保険料をおおむね納付しており、当該期間は、申立

人の国民年金手帳の記号番号が二回目に払い出された 41 年１月時点において、

現年度で保険料を納付することができる期間であり、保険料を一緒に納付し

ていたとする妻の当該期間の保険料は納付済みとなっているなど、申立内容

に不自然さは見られない。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 41 年３月までの期間

及び 41 年 10月から 42 年３月までの期間については、申立人及び妻が当該期

間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、36 年 12 月に一回目に払い出された手帳記号番号が記録された被保険

者台帳は消除されている上、41 年１月に払い出された手帳記号番号による保

険料の納付状況について、保険料を納付していたとする妻は、納付時期、納

付金額等の記憶が曖昧
あいまい

であり、自身の 41 年 10 月から 42 年３月までの保険料

が未納となっているなど、申立人及び妻が当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 41 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4574 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

    私は、国民年金制度発足当初から国民年金に加入し、母が家族の国民年

金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金に加入後、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間は 12 か月と比較的短期間である。また、申立人が母親

から聞いたとする保険料の納付方法及び金額は申立期間当時のものと一致す

る上、国民年金手帳の記号番号が申立人と連番で払い出され、申立人の保険

料を一緒に納付していたとする母親の申立期間の保険料は納付済みとなって

いるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4575 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 大正４年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から同年６月まで 

私は、国民年金制度の発足当時に国民年金に加入し、国民年金保険料を

納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和 36 年４月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 38 年８月ごろ息子と親子

連番で払い出されており、保険料を一緒に納付していたとする息子は申立期

間の保険料は納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

さらに、申立人の保険料の未納記録は、平成 20 年９月に昭和 37 年１月か

ら同年３月までの期間を申立期間に訂正されているが、訂正前の期間におい

ても、手帳記号番号が払い出された時点で過年度納付が可能な期間であり、

３か月と短期間であるなど、申立内容に不自然さは見られず、当該期間に納

付を行うことが困難な状況にあったと確認される事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4576 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月から 49年３月まで 

私は、父が私の国民年金への加入手続をし、国民年金保険料を納付して

くれていたと聞いている。私が家業を引き継いでからも、父が保険料を納

付しており、住所も職業も変更していないのに、申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、昭和 47 年４月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間は６か月と短期間である。 

   また、申立人と同居し、申立人の保険料を納付していたとする父親及び母

親は、申立期間の自身の保険料を含め、保険料をすべて納付している上、申

立期間及びその前後の期間を通じて申立人の生活状況に大きな変化は見られ

ないなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4577 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年６月から 47 年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年６月から 47年 12 月まで 

    私の国民年金手帳には「昭和 47 年４月分から昭和 48 年３月分まで納付

検認済」の判が押されている。また、46 年６月から 47 年３月までの国民

年金保険料は、保険料を納付してくれていた夫は 46 年 12 月まで納付済み

となっているのに、申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年２月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付している。また、申立人の所持する国民年金手帳には申立期間のうち 47 年

４月から同年 12 月を含む「昭和 47 年４月分から昭和 48 年３月分まで納付検

認済」の判が押印されており、申立人の居住していた市では「被保険者から

保険料を徴収した際に押印したと思われる。」と説明している。 

さらに、申立期間のうち昭和 46 年６月から同年 12 月までは、申立人の保

険料を納付していたとする夫の保険料は納付済みとなっているなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4583 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年７月から 56 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 56年３月まで 

    私の妻は、市役所で夫婦二人分の国民年金の加入手続をした際に、さか

のぼって２年分の国民年金保険料を納付できると聞き、後日一括納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和54年７月から56年３月までの期間については、申立

人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付しており、また、国民年金

の加入手続をしたとされる申立人の妻は、さかのぼって２年分の保険料を納

付できると説明を受けたことを明確に記憶しており、申立人の国民年金手帳

の記号番号が払い出された56年10月時点では、当該期間の保険料を納付する

ことが可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和54年４月から同年６月までの期間に

ついては、申立人の妻が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の手帳記号番号が払い出された

時点では、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間であ

り、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 54 年７月から 56 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 4584 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年７月から 56 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 56年３月まで 

    私は、市役所で夫婦二人分の国民年金の加入手続をした際に、さかのぼ

って２年分の国民年金保険料を納付できると聞き、後日一括納付した。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和54年７月から56年３月までの期間については、申立

人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付しており、また、加入手続

をした際にさかのぼって２年分の保険料を納付できると説明を受けたことを

明確に記憶しており、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された56年

10月時点では、当該期間の保険料を納付することが可能であったことなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和54年４月から同年６月までの期間に

ついては、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の手帳記号番号が払い出された時

点では、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 54 年７月から 56 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4585 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年７月から同年９月まで 

    私の国民年金保険料は、昭和 54 年４月からは金融機関で口座振替を利用

して納付していた。所持している通帳では申立期間の国民年金保険料が引

き落とされており、申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入以降、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて

納付しており、申立期間前後の期間の保険料は納付済みで申立期間は３か月

と短期間である。また、申立人から提出された昭和 55 年分、56 年分、57 年

分の確定申告書（控）には、国民年金保険料の支払額が記載されており、そ

の金額は、当時の国民年金保険料額と一致している。さらに、申立期間の保

険料は、自身の口座から自動振替により納付していたと説明しており、申立

人から提出された金融機関の通帳から保険料が引き落とされていることが確

認できるなど、申立期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 13 年 1 月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年１月 

        私は、申立期間当時、金融機関の口座振替で一月ごとに国民年金保険料

を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期

間前後の期間の保険料は納付済みの上、申立期間は１か月と短期間である。

また、申立期間及びその前後の期間を通じて申立人の住所及び仕事に変更は

なく、生活状況に大きな変化は認められないなど、申立期間の保険料が未納

となっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4591                    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年７月から同年９月までの期間、60

年７月から同年９月までの期間並びに平成２年８月及び同年９月の国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 52年７月から 53年３月まで 

              ② 昭和 56年７月から同年９月まで 

              ③ 昭和 60年７月から同年９月まで 

              ④ 昭和 61年１月から 63年６月まで 

              ⑤ 昭和 63 年 10月から平成２年９月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を定期的に郵便局で納付したはずであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、それぞれ３か月と短期間であり、当該期間

前後の期間の国民年金保険料は納付済みであることなど、当該期間の保険料

が未納となっていることは不自然である。 

申立期間⑤のうち平成２年８月及び同年９月については、当該期間当時か

ら夫婦二人分の保険料の納付を再開したと説明しており、申立人が所持する

平成２年分の確定申告書に記載されている保険料の支払額は、当該期間を含

めた２年８月から同年 12 月までの夫婦二人分の保険料額とおおむね一致す

る。 

しかしながら、申立期間①、④及び⑤のうち昭和 63 年 10 月から平成２年

７月までの期間については、申立人が当該期間の保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保険料額等の納

付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間①については、一緒に納付して

いたとする夫も自身の保険料が未納となっているなど、申立人が当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



                    

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年７月から同年９月までの期間、60 年７月から同年９月までの期間

並びに平成２年８月及び同年９月の国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 4592  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年４月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    :  ① 昭和 37年４月から 46年３月まで 

             ② 昭和 46年４月から同年９月まで 

    申立期間①については、区の出張所で過去の未納期間の国民年金保険料

をさかのぼって納付できることを聞き、私が、母及び元夫の未納期間の保

険料と併せて納付した。申立期間②については、経済的に余裕もあったの

で、免除となるはずが無く、母が保険料を納付してくれていたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間直後の昭和 46 年 10 月から 47 年３月ま

での保険料は納付済みとなっている上、申立人の国民年金保険料を一緒に納

付していたとする申立人の母親は、当該期間の自身の保険料を納付している

など、申立人の当該期間の保険料が免除とされていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、附則４条納

付者リストから、申立人の母親は、昭和 55 年６月に 37 年４月から 46 年３

月までの期間及び 47 年４月から 51 年１月までの期間の保険料を、また、元

夫は 53 年７月に 36 年４月から 41 年３月までの期間の保険料をそれぞれ第

３回特例納付により納付していることが確認でき、母親及び元夫は 60 歳ま

で保険料を納付したとしても当該納付時点において、特例納付をしなければ

年金の受給資格期間を満たさないことから、受給資格期間を満たすために必

要となる納付月数を考慮して特例納付をしたと考えられるが、申立人は第３

回特例納付実施時に特例納付をしなくても受給資格期間を満たすことが可能

であったなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

 



                    

  

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 

 



 

東京厚生年金 事案 2268                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年８月 30 日から 49 年１月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年１月１

日に訂正し、48 年８月及び同年９月の標準報酬月額を６万 4,000 円、同年 10

月から同年 12月の標準報酬月額を６万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年８月 30日から 53 年４月 1日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には昭和 53年３月 31日まで勤務していたので、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録は無いが、申立人から提出のあった昭和 48 年９月分か

ら同年 12 月分までの給料支払明細書及び同僚の供述により申立期間のうち同

年 12月までの期間はＡ社に勤務していたことが推認できる。 

また、給料支払明細書には厚生年金保険料の記載があり、当月控除されてい

たことが認められることから、申立人は申立期間のうち、昭和 48 年８月から

同年 12 月までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

なお、Ａ社は、昭和 48 年８月 30 日に適用事業所に該当しなくなっており、

当該期間において、社会保険事務所に適用事業所としての記録が無いものの、

同社は当該期間において、法人登記簿により、法人格を有していることが認め

られ、かつ、当時の同僚は、同社には少なくとも５人以上の従業員が勤務して

いたと供述していることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要

件を満たしていたものと認められる。 



 

一方、申立期間のうち、昭和 49年１月１日から 53年４月１日までの期間に

ついては、同僚の供述から、退職日の特定はできないものの申立人が継続して

Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 48年８月 30日に適用事業所に該当しなくなっ

ており、かつ、同社の事業主は死亡していることから、同社及び事業主から当

時の厚生年金保険の取扱いについて確認することはできない上、当時の同社の

取締役であり経理を担当していた事業主の妻は、当時の従業員の人事記録等の

資料も無く、厚生年金保険の取扱いについては不明であるとしている。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による控除に

ついては、申立人には具体的な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及び収集した関連資料等を総合的に判断すると、当該期間につ

いては、申立人が、厚生年金被保険者として、厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

また、申立期間のうち、昭和 48年８月及び９月の標準報酬月額については、

給与明細書における保険料控除額に見合う標準報酬月額が報酬額に見合う標

準報酬月額より低額のため、保険料控除額に見合う６万 4,000 円とし、10 月

から 12月については、６万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間当時の事業主が死亡しており不明であるが、Ａ社は、当該期間社会保険事

務所において厚生年金保険の適用事業所となっていないことから、社会保険事

務所は、申立人に係る昭和 48年８月から同年 12月までの保険料の納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



 

東京厚生年金 事案 2275                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 37年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を２万 4,000円とする必要がある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月１日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、申立期間も継続して勤務し、厚生年金保険料は控

除されていたので、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社の社員原簿及び同社から提出のあった在籍証明書

から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 37年５月１日にＡ社

Ｄ支店から同社Ｃ支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支社における昭

和 37年６月の社会保険事務所の記録から、２万 4,000円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2279                                

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）における資格

喪失日に係る記録を昭和 44年６月 10日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

５万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月 30日から同年６月 10日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に同社から関連会社への異動はあったが、厚生年金保険料は控除され

ていたので、被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及び同社の親会社であったＢ社の複数の従業員の供述から判断すると、

申立人がＡ社及びＢ社に継続して勤務し（昭和 44年６月 10日にＡ社からＢ社

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 44

年３月の社会保険事務所の記録から、５万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2280                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を昭和 39年３月 24日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年３月 24日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に事業所間の異動はあったが、申立期間も継続して勤務し、厚生年金

保険料は控除されていたので、被保険者として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、人事記録及び人事カードから判断すると、申立人がＡ

社に継続して勤務し（昭和39年３月24日に同社本社から同社Ｂ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 39年４月の社会保険事務所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2283                

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ工場におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を４万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年２月 28日から同年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。昭和 42

年の入社以来、申立期間も同社に勤務していたのは間違いないので、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された在籍証明書及び所得税源泉徴収簿兼賃金台帳並びに雇

用保険により、申立人は、申立期間もＡ社に継続して勤務し（昭和 45 年３月

１日に同社Ｃ工場から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、所得税源泉徴収簿兼賃金台帳の

保険料控除額及び昭和 45 年１月の社会保険事務所の記録から、４万 5,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が資格喪

失日を昭和 45 年３月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれ

を同年２月 28 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年２月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還



 

付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ営業所にお

ける資格取得日に係る記録を平成２年３月 17 日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 38万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年３月 17日から同年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社Ｃ営業

所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間は、同社Ｄ営業所から異動した時期であるが、継続して勤務してお

り、厚生年金保険料を給与から控除されていたので、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与明細書、雇用保険の加入記録及びＢ社から提出のあった人事台帳により、

申立人がＡ社に継続して勤務し（平成２年３月 17 日に同社Ｄ営業所から同社

Ｃ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額及び

平成２年４月の社会保険事務所の記録から、38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人の申立てどおりの届出を行っていないことを認めており、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る平成２年３月の保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における申立期間の標準賞与

額に係る記録を、①の期間は 78 万 4,000円、②の期間は 89万円、③の期間は

96 万 1,000 円、④の期間は 81 万 9,000 円、⑤の期間は 98 万 4,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①平成 15年７月 18日 

             ②平成 15年12月 18日 

             ③平成 16年12月 22日 

             ④平成 17年７月 21日 

             ⑤平成 17年12月 14日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間①、

②、③、④及び⑤にＡ事業所から支給された賞与に係る記録が無い旨の回答

をもらった。当該期間について、賞与からの厚生年金保険料の控除事実等が

確認できる賞与明細書を提出するので、当該賞与について、厚生年金保険の

被保険者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった賞与明細書により、申立人は、平成 15 年７月 18

日、同年 12 月 18 日、16 年 12 月 22 日及び 17 年７月 21 日に、Ａ事業所から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められ、また、申立人から提出のあった預金通帳（写し）

における同事業所からの給与振込の記録及び事業主の供述により、申立人は、

17 年 12 月 14 日に、同事業所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①、②、③及び④に係る標準賞与額については、賞与明細書



 

における当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、申立期間①は 78 万

4,000円、申立期間②は 89万円、申立期間③は 96万 1,000円、申立期間④は

81 万 9,000 円とし、申立期間⑤に係る標準賞与額については、預金通帳（写

し）における同事業所からの給与振込の記録から判断すると、98 万 4,000 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間①、②、③、④及び⑤の賞与額に基づく保険料

の事業主による納付義務の履行については、事業主は、当該期間に係る賞与支

払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料も納付していないとしている

ことから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の標準賞与額に基づく保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪失日に係

る記録を昭和 40 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 3,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年７月 15日から同年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社Ｂ事業

所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

当時は入院中であり、昭和 40年７月 15日に退院後、すぐには出社せず、同

年８月１日に復職と同時に同社Ｃ本社に異動となったが、同社には申立期間

を含め継続して在籍・勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社から提出のあった従業員名簿から判断すると、申立

人が同社に継続して勤務し（昭和 40 年８月１日に同社Ｂ事業所から同社Ｃ本

社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 40 年６月の社会保険事務

所の記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主が届出を誤ったことを認めていることから、事業主が昭和 40 年７

月 15 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を



 

納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2288 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成 14年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年８月 31日から同年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた平成 14年８月が未加入となっていた。同社を退職したのは平成 14

年８月 31 日なので、申立期間について厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人から提出のあった平成 15 年の源泉徴収票に

記載されている退職年月日により、申立人は、Ａ社に平成 14年８月 31日まで

勤務していたことが認められ、申立期間当時の同社の経理責任者が、「月末日

の退職者については、退職月の厚生年金保険料を給与から控除しないような取

扱いはしていなかった」と供述していることから、申立人は、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人におけるＡ社の平成 14

年７月の社会保険事務所の記録から、28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が資格喪

失日を平成 14 年９月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれ

を同年８月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年８月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を



 

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2289 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る

記録を昭和 28 年６月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 8,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年３月 31日から同年４月１日まで 

             ② 昭和 28年５月 31日から同年６月１日まで 

    社会保険庁の記録では、Ｂ社に勤務していた期間のうち申立期間①につい

て、また、Ａ社に勤務していた期間のうち申立期間②について、厚生年金保

険の加入記録が無い。申立期間に係る給与明細書があり保険料が控除されて

いると思うので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社とＡ社は関連会社であるところ、申立期間②については、Ｂ社から提出

されている申立人に関する入退社に関する記録、Ａ社の給与明細書及び源泉徴

収票により、申立人が、申立期間にＡ社に継続して勤務し（昭和 28年５月 31

日までＡ社に勤務し、同年６月１日からＢ社に勤務）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書における厚生年金保

険料の控除額及びＡ社における昭和 28 年４月の社会保険事務所の記録から

8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は申立期間当時の資料が保存されていないことから不明としているが、事業

主が資格喪失日を昭和 28 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事



 

務所がこれを同年５月 31 日と記録することは考え難いことから、事業主が同

日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①については、Ｂ社から提出されている申立人に関する入退社に関

する記録、同社の給与明細書等から、申立人が、昭和 25年３月 31日までＢ社

に勤務し、同年４月１日からＡ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｂ社とＡ社の給与事務は一体となって行われていたとＡ社で

は供述しているところ、申立人に係るＢ社の昭和 25 年３月の給与明細書にお

いて厚生年金保険料控除があったことは認められるものの、Ａ社の同年９月の

給与明細書において、保険料控除の方法が翌月控除から当月控除に切り替わっ

ていることが確認できることから、Ｂ社の同年３月の給与明細書において控除

されている厚生年金保険料は、同年２月の厚生年金保険料と判断されるととも

に、同年４月のＡ社の給与明細書においては厚生年金保険料が控除されていな

いことから、申立人のＢ社における同年３月の厚生年金保険料は控除されてい

ないものと認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社本社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 14 年 11 月 21

日とされているものの、同年 11 月 21 日から同年 12 月１日までの期間は厚生

年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期

間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、申立人の同社における資格取得日を同年 11月 21日とし、申立

期間の標準報酬月額を 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年 11月 21日から同年 12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入期間が無い。申立期間に異動

はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳、在籍証明書及び雇用保険の記録により、申立

人は同社に継続して勤務し（平成 14 年 11月 21 日に同社Ｂ工場から同社本社

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成 14年 12月の社会保険庁の

記録から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年９月８

日に申立てに係る資格取得届訂正願を提出したことが確認できることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2291 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業場における資格取得日に係

る記録を平成４年４月１日、資格喪失日に係る記録を５年３月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年３月１日まで 

    Ａ社で勤務した期間のうち、同社Ｂ事業場に勤務していた申立期間の加入

記録が無い。同期間において厚生年金保険料は控除されていたので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された証明書及び人事記録、Ａ社企業年金基金の加入記録及び

雇用保険の記録から判断すると、申立人は同社に継続して勤務し（平成４年４

月１日にＡ社Ｃ事業場から同社Ｂ事業場に異動し、５年３月１日に同社Ｂ事業

場から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、Ａ社企業年金基金の平成４

年４月から５年２月までの記録から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立てどおりの届出を行っていないことを認めていることから、

社会保険事務所は、申立人に係る平成４年４月から５年２月までの保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2295 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ病院（現在は、Ｂ病院。）における

資格取得日に係る記録を昭和 34 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を１万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年３月１日から 35年７月１日まで 

   社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ病

院で勤務した期間のうち、申立期間について、厚生年金保険に未加入となっ

ていることが分かった。 

しかし、申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを確認でき

る給与明細書があるので、厚生年金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ病院から提出された辞令書及び人事カード並びに申立人から提出された

給与明細書により、申立人は、Ａ病院に昭和 33 年４月１日から勤務し、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の厚生年金保険料控

除額から、１万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主による申

立てどおりの資格取得届や申立期間に行われるべき事業主による健康保険厚

生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時決定などのい

ずれの機会においても、社会保険事務所が記録の処理を誤るとは考え難いこと

から、当該社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 34年３月から 35年６月分の保険料につ



 

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成９年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９年４月から同年９月

までは 28万円、同年 10月から 10年７月までは 26万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月１日から 10年８月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ社には、平成９年４月１日か

ら勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除されていたので、申

立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された社員カード及び申立人が所持する

給与明細書から、申立人は、同社に平成９年４月１日から勤務し、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の支給総額及び保険

料控除額から、平成９年４月から同年９月までは 28 万円、同年 10 月から 10

年７月までは 26万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、社会保険庁の記録によると、事業主は、平

成12年９月４日に２年分を遡及
そきゅう

して10年８月１日を資格取得の日として届出

を行い、厚生年金保険料を納付していることが確認できることから、９年４月

１日の資格取得の届出を行っておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人



 

に係る９年４月から 10 年７月までの期間の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



 

東京厚生年金 事案 2306                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を昭和 37 年６月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年６月 26 日から同年７月 10 日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間中、社内異動はあったが同社には継続して勤務し、厚生年金保険料が

給与から控除されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された職歴証明書から、申立人は、同

社に継続して勤務し（昭和37年６月26日に同社Ｃ工場から同社Ｂ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 37 年５月の社会保険事務

所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は納付したとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2307                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 47年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間中、社内異動はあったが同社には継続して勤務し、厚生年金保険料が

給与から控除されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった在職証明書から、申立人は、同社

に継続して勤務し（昭和 47年 11月１日に同社本社から同社Ｂ工場に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 47年 10月の社会保険事務所等

の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 47年 11月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年 10月 31日と誤って記録することは

考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2308                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を昭和 47 年３月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年３月 21日から同年４月 21日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

Ｂ工場で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。申立期間中、社内異動はあったが同社には継続して勤務し、厚生年金保

険料が給与から控除されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。  

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された労働者名簿及び申立人が所持する

給与明細書から、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 47年３月 21日に同

社Ｃ工場から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書及び昭和 47 年２月

の社会保険事務所の記録から、４万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2309                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係る記

録を昭和 50年２月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を７万 6,000円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年２月 21日から同年３月 10日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ事

業所で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同事業所には、昭和 50年２月 21日から勤務し、申立期間中、厚生年金保険

料が給与から控除されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ事業所から提出された人事記録及び申立人が所持

する給与明細書から、申立人は、同事業所に昭和50年２月21日から勤務し、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50 年３月の社会保険事

務所の記録から、７万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2310                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 41 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 2,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年３月 31 日から同年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間中、本支店間の異動はあったが同社には継続して勤務し、厚生年金保

険料が給与から控除されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に継続

して勤務し（昭和 41年４月１日に同社本店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41 年２月の社会保険事務

所の記録から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、不明であるが、事業主が資格喪失日を昭和 41 年４月１日と届け出たに

もかかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と誤って記録すること

は考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に



 

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2311       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成５年２月８日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、５年２月は９万

8,000円、同年３月は 17万円、同年４月から６年６月までは 19万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

       生 年 月 日 ： 昭和 44年生   

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年２月８日から６年７月 16日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、平成５年２月８日から勤務し、給与台帳では厚生年金保険料が控除

されているので、当該期間も被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人が申立期間に同社に勤務し、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定して

おり、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。したがって、平成５年分及び６年分の賃金台帳

における保険料額又は報酬額から、５年２月は９万 8,000 円、同年３月は 17

万円、同年４月から６年６月までは 19万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立てどおりの届出を行っていないことを認めており、その結



 

果、社会保険事務所は、申立人に係る平成５年２月から６年６月までの保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2312                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額については、既にそれぞれ 20

万円、24万円と記録され、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、申立期

間の保険給付は行われないこととなっているところ、申立人は、申立期間①及

び②に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料

の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間①及び②に係る標準

賞与額を、①の期間は 20万円、②の期間は 24万円と訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。  

           

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女    

基礎年金番号 ：         

生 年 月 日 ： 昭和 42年生     

住 所 ：       

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 平成 16年 12月 22日 

             ② 平成 17年７月 27日 

Ａ社は、申立期間①及び②の賞与から厚生年金保険料を控除していたにも

かかわらず、平成 20 年９月になって社会保険事務所に届け出たため、時効

により保険料を納付することができず、当該標準賞与額は厚生年金の給付に

反映されない期間と記録された。当該標準賞与額についても厚生年金が給付

されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書、賃金台帳及び厚生年金保険被保険者賞与支払届により、申立人

は、平成 16 年 12 月 22 日及び 17 年７月 27日にＡ社から賞与の支払を受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。    

また、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、賞与明細書、賃金台

帳及び賞与支払届における当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、①の

期間は 20万円、②の期間は 24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主が、申立期間①及び②に係る賞与支払届を、当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成20年９月16日にそれぞれ提出したことが確認でき

ることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間①及び②の標準賞与額

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。   



 

東京厚生年金 事案 2313                                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額については、既に 64 万 5,000

円、26万円と記録され、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、申立期間

の保険給付は行われないこととなっているところ、申立人は、申立期間①及び

②に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間①及び②に係る標準賞

与額を、①の期間は 64万 5,000円、②の期間は 26万円と訂正することが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生    

住 所 ：        

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 平成 16年 12月 22日 

             ② 平成 17年７月 27日 

Ａ社は、申立期間①及び②の賞与から厚生年金保険料を控除していたにも

かかわらず、平成 20 年９月になって社会保険事務所に届け出たため、時効

により保険料を納付することができず、当該標準賞与額は厚生年金の給付に

反映されない期間と記録された。当該標準賞与額についても厚生年金が給付

されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書、賃金台帳及び厚生年金保険被保険者賞与支払届により、申立人

は、平成 16 年 12 月 22日及び 17年７月 27日に、Ａ社から賞与の支払を受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、賞与明細書、賃金台

帳及び賞与支払届における当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、①の

期間は 64万 5,000円、②の期間は 26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主が、申立てに係る賞与支払届を、当該保険料を徴収する権利が時効により消

滅した後の平成20年９月16日にそれぞれ提出したことが確認できることから、

社会保険事務所は、申立人に係る申立期間①及び②の標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2314                                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額については、既にそれぞれ 37

万 5,000 円、26 万円と記録され、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

申立期間の保険給付は行われないこととなっているところ、申立人は、申立期

間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間①及び②に係

る標準賞与額を、①の期間は 37万 5,000円、②の期間は 26万円と訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。  

           

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男   

基礎年金番号 ：      

生 年 月 日 ： 昭和 53年生   

住 所 ：      

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 平成 16年 12月 22日 

             ② 平成 17年７月 27日 

Ａ社は、申立期間①及び②の賞与から厚生年金保険料を控除していたにも

かかわらず、平成 20 年９月になって社会保険事務所に届け出たため、時効

により保険料を納付することができず、当該標準賞与額は厚生年金の給付に

反映されない期間と記録された。当該標準賞与額についても厚生年金が給付

されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書、賃金台帳及び厚生年金保険被保険者賞与支払届により、申立人

は、平成 16 年 12 月 22日及び 17年７月 27日に、Ａ社から賞与の支払を受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、賞与明細書、賃金台

帳及び賞与支払届における当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、①の

期間は 37万 5,000円、②の期間は 26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主が、申立てに係る賞与支払届を、当該保険料を徴収する権利が時効により消

滅した後の平成20年９月16日にそれぞれ提出したことが確認できることから、

社会保険事務所は、申立人に係る申立期間①及び②の標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2320 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 57年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 41万円とする

ことが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年９月１日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会をしたところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間も同社で継続して勤務しており、厚生年金保険料が給与から控除さ

れていたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｃ社（Ａ社は平成 13 年にＤ社と合併し現在はＣ社）

が保管する人事記録及び申立人が保管するＡ社発行の昭和 57 年分源泉徴収票

から判断すると、申立人は、申立期間もＡ社に継続して勤務し（昭和 57 年９

月１日にＡ社本社から同社Ｅ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、Ｃ社が保管する人事記録によれば、申立人は申立期間においてＡ社Ｅ

支店に勤務していたことが確認できるが、Ｃ社人事担当者の説明によると、同

支店は厚生年金保険の適用事業所になっていなかったため、同支店の従業員を

近隣のＡ社Ｂ支店において、厚生年金保険の被保険者とする手続を行っていた

としている。 

このことから、申立人の申立期間の被保険者記録については、同社Ｂ支店の

記録とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 57



 

年 10月の社会保険事務所の記録から、41万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ｃ社人事担当者は、社会保険事務所の記録どおりの届出を行っているこ

とから納付していなかったことを認めており、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る 57年９月の保険料について、事業主に対して納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2321 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成９年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 59 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年５月 31日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。昭

和 42年４月 1日にＢ社に入社し、平成４年９月 21日付けでＢ社の子会社で

あるＡ社に出向したが、その後、９年６月１日付けでＢ社に復職しており、

申立期間も継続してＡ社で勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社の親会社であるＢ社の人事通知及び同社が辞令原簿と

称する人事異動発令経過の記録から判断すると、申立人は、Ａ社及びＢ社に継続し

て勤務し（平成９年６月１日に出向先のＡ社からＢ社に復職異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成９年４月

の社会保険事務所の記録から、59万円とすることが妥当である。 

なお、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社事業主の代理として調査に応じたＢ社は、納付していないことを認めている上、

申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書により、社会保険

事務所の記録どおりの届出を行ったことが確認できる。その結果、社会保険事務所

は申立人に係る平成９年５月分の厚生年金保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納入されるべき保険料

に充当した場合又は還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2322 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を 

昭和 62年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年４月 30日から同年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間の加入記録が無いとの回答をもらった。昭和 56年３月 30日から現在ま

でＡ社及びＢ社を含めたグループ会社で継続して勤務しているので、申立期

間も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、申立人の入社当時にＢ社が作成し（申立期間当時、Ａ

社及びＢ社の人事・給与事務はＢ社が一括して行っていた。）、現在はＡ社を含

むグループ各社の人事・給与事務を行っているＣ社が管理、保管する社員台帳

及び申立人に係る厚生年金基金加入員台帳の記録から判断すると、申立人がＡ

社に継続して勤務し（昭和 62年５月１日に同社からＢ社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 62

年３月の社会保険事務所の記録から、22万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｃ社

担当者は、保管期限経過のため領収書を保管しておらず不明であるとしている

が、事業主が資格喪失日を昭和 62 年５月１日と届け出たにもかかわらず、社

会保険事務所がこれを同年４月 30 日と誤って記録することは考え難いことか

ら、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申



 

立人に係る同年４月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合または保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る申立期間

の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



 

東京厚生年金 事案 2323 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格喪失

日に係る記録を平成元年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年 12月 20日から平成元年２月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

からＢ社（Ａ社の子会社）に異動した直前である申立期間の記録が無い旨の

回答を得た。しかし、Ａ社には、昭和 60年７月 21日から平成元年２月１日

まで継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の人事担当者の供述から判断すると、申立人は

昭和 60年７月 21日から現在まで、同社及びその子会社であるＢ社に継続して

勤務し（昭和 63年 12月 20日付けで異動発令がされたが、実際には平成元年

２月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 63

年 11月の社会保険事務所の記録から 24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料を納付する義務を事業主が履行したか否かについ

ては、Ａ社の人事担当者は、納付していないことを認めている。さらに、当該

担当者は、社会保険事務所の記録どおりの届出を行ったことも認めていること

から、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 63年 12月及び平成元

年１月の保険料について、事業主に対して納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納入されるべき保険料に充当



 

した場合又は還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 4516 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年７月から 42 年３月までの期間、昭和 42 年９月から 44

年３月までの期間及び46年４月から48年３月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年７月から 42年３月まで 

             ② 昭和 42年９月から 44年３月まで 

             ③ 昭和 46年４月から 48年３月まで 

私の申立期間①及び②の国民年金保険料は、妻が集金人に過年度納付した

はずであり、申立期間③については、妻が特例納付で納付したはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人の妻が当該期間の国民年金保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、保険料を納

付したとする妻は、過年度納付で納付した保険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

である

上、過年度納付の保険料については、区の集金人に納付したと説明しているが、

当時居住していた区では集金人に過年度納付することはできないほか、申立期

間②の一部の期間については、自身の保険料が未納であるなど、妻が当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 44 年６月時点

では、申立期間①は時効により保険料を過年度納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

申立期間③については、妻が当該期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、保険料を納付したとする妻

は、特例納付で納付した保険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、自身の保険料

が未納であるなど、妻が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 



 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4520 

                                  

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年３月から 45年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 38年３月から 45年３月まで 

私の国民年金の加入手続は、父が行ってくれ、昭和 37 年秋ころに事実上

の結婚をするまでの国民年金保険料を納付してくれていた。結婚して転居し

てからは、自分で保険料を納付していたと記憶している。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、保険料の納付場所、納付方法、納付

金額及び申立期間当時の夫婦の保険料の納付状況等に関する記憶が曖昧
あいまい

であ

る。また、申立人が所持する国民年金手帳によると、事実上の結婚をしてから

転居したと説明する区に住所変更の手続をした記録は確認できないことから、

その当時、国民年金に関する住所変更手続を行っていなかったものと推認でき

るなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 
   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは                           
  できない。 

 



 

東京国民年金 事案 4521 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48年４月から 52年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 52年２月まで             

私は、市の職員から、「昭和 37年から保険料が未納である。未納分の保険

料を納付しないと、将来、年金が受給できない。」と言われたことから、指

摘された期間の国民年金保険料を納付したと記憶している。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿・確定申告書等）は無く、申立人は、保険料をまとめて納付した期間、納

付金額等に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人は、市の職員から、保険料

を納付すれば 60 歳から年金が受給できると言われて納付したと説明するとこ

ろ、申立人は、昭和 55 年４月に、それまで未納であった 37 年 10 月から 48

年３月までの保険料を第３回特例納付で納付しており、これにより 60 歳到達

時まで保険料を納付すれば国民年金の受給資格期間を満たすことが可能にな

ったことなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

東京国民年金 事案 4522 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年７月から 50年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年７月から 50年 12 月まで             

    私は、昭和 39 年ころに近所の友人に勧められ、国民年金に任意加入し、

国民年金保険料を納付していたと記憶している。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿・確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金に任意加入した時期、加入

場所及び申立期間当時の保険料の納付場所、納付方法、納付金額等の納付状況

に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人が所持する年金手帳、申立人の特殊

台帳、納付状況リスト及び国民年金被保険者名簿によると、申立人は、昭和 51

年１月に任意加入したことが確認できる上、任意加入者の納付義務は任意加入

した月から発生することから、制度上、申立期間の保険料をさかのぼって納付

することはできないなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は、上記の任意加入した時期に払

い出されており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4523 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年４月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月から 47年３月まで 

    私は、昭和 40 年４月ごろだと思うが、母の国民年金保険料の集金に来て

いた区の職員に勧められて国民年金の加入手続をしたと記憶している。加入

後は、集金人が来るたびに保険料を納付し、婚姻後も、妻が国民年金に加入

するまでは、自分で保険料を納付していた。妻が加入してからは、妻が夫婦

二人分の保険料を納付していた。また、48 年初めころ、妻と共に再加入の

手続を行い、さかのぼって保険料を納付したと記憶している。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入時期等

の加入状況に関する記憶は不明確であり、また、保険料の納付場所、納付金額、

さかのぼって保険料を納付するまでの手続及び納付した期間等の納付状況に

関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は、妻と共に昭和 47年 10月ごろ

に払い出されており、その時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を

納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4524 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年 11月から 47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 11月から 47年３月まで 

    私は、昭和 43年 11月ごろだと思うが、夫から勧められて国民年金の加入

手続をし、夫婦二人分の保険料を一緒に納付してきた。また、48 年初めこ

ろ、夫と共に再加入の手続を行い、さかのぼって保険料を納付したと記憶し

ている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入時期等の加入状況に

関する記憶が不明確であり、また、保険料の納付金額、納付場所、さかのぼっ

て保険料を納付するまでの手続及び納付した期間等の納付状況に関する記憶

が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は、夫と共に昭和 47年 10月ごろ

に払い出されており、その時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を

納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4525 

                          

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 40年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年２月まで 

昭和 36 年ごろ区役所の職員から国民年金への加入を勧められ夫婦二人で

区の出張所で加入手続を行った。その後は妻が、赤い手帳のときは月 300円、

うす茶色のときは月 450円の国民年金保険料を、夫婦二人分まとめて納付し

ていたことを記憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、納付していたとする金額は申立期間当時

の保険料と異なる上、一緒に納付していたとする妻も自身の保険料が未納とな

っており、申立人昭和 40 年ごろから保険料を口座振替によって納付していた

と説明しているが、申立人が当時居住していた区では保険料の口座振替は 46

年４月に開始されていることが確認できるなど、申立人の妻が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 40 年４月に夫婦連番で払

い出されていることが確認でき、その時点では、申立期間の一部は時効により

保険料が納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年４月から 59年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 59年９月まで 

私は、大学を卒業した昭和46年４月ごろ、義姉に勧められて国民年金の加

入手続を行い、その際、金額は不明だが国民年金保険料を納付した。その後

は同居していた母や義姉が保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人、申立人の母親及び申立人の義姉が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民

年金の加入手続を行った際に納付した保険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、保

険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができ

ず、保険料を納付していたとする義姉からも当時の納付状況等を聴取すること

が困難であるため当時の状況が不明確である。 

また、申立人に国民年金への加入を勧めたとする義姉及び兄は、国民年金手

帳の記号番号が昭和52年12月に夫婦連番で払い出されており、それ以前には国

民年金の加入手続を行っていないこと、申立人の国民年金手帳の記号番号が61

年12月に夫婦連番で払い出された当時、加入手続をしたとする妻は、区役所職

員にさかのぼって保険料を納付すれば年金受給資格が得られるようになると

言われたことを記憶しており、当該手帳記号番号払出時点より前の時期は未納

であったと考えられることなど、申立人、申立人の母親及び申立人の義姉が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、上記の手帳記号番号払出時点では、申立期間は時効により保険料を

納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 



 

これら申し立て内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

東京国民年金 事案 4531 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年３月から 62 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年３月から 62年 10 月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を、自宅に届いた納付書で半年分などを

まとめて銀行や郵便局で納めていたので、申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間当時の国民年金の加入手続に

関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が申立期間当時に居住していた複数の区に

おいて、申立人が国民年金に加入していたことが確認できないなど、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 63 年３月以降に払い出され

ていることが確認でき、同月に払い出されたとしても、申立期間の大部分は時

効により保険料を納付できない期間である上、申立人は申立期間の保険料をさ

かのぼって納付した記憶が無いと説明している。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4535 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年６月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

また、昭和 59 年１月から同年 12 月までの期間、61 年４月から同年９月ま

での期間及び 63 年４月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年６月から 48年３月まで 

② 昭和 59年１月から同年 12月まで 

③ 昭和 61年４月から同年９月まで 

④ 昭和 63年４月から同年９月まで 

私たち夫婦は、申立期間①の国民年金保険料を一緒に納付していた。また、

申立期間②、③及び④の保険料は免除されていた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、保険料額の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 48年７月

時点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

２ 申立期間②、③及び④については、申立人が国民年金保険料を免除されて

いたことを示す関連資料が無く、また、申立人は、夫婦一緒に免除申請手続

を行い、当該手続をしたのは１回か２回であると説明しているが、社会保険

庁の記録によれば、申立人の妻も当該期間については申立人と同様に未納と



 

されている上、昭和 60年１月から 61年３月までの期間及び 61年 10月から

62 年３月までの期間の保険料をそれぞれ 60 年４月、61 年 11 月に申立人夫

婦一緒に免除されていることが確認できるなど、申立人が、当該期間の保険

料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

また、申立期間②、③及び④の保険料を免除されていたものと認めること

はできない。 



 

東京国民年金 事案 4536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年６月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

また、昭和 59 年１月から同年 12 月までの期間、61 年４月から同年９月ま

での期間及び 63 年４月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年６月から 48年３月まで 

② 昭和 59年１月から同年 12月まで 

③ 昭和 61年４月から同年９月まで 

④ 昭和 63年４月から同年９月まで 

私たち夫婦は、申立期間①の国民年金保険料を一緒に納付していた。また、

申立期間②、③及び④の保険料は免除されていた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、保険料額の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 48年７月

時点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

２ 申立期間②、③及び④については、申立人が国民年金保険料を免除されて

いたことを示す関連資料が無く、また、申立人は、夫婦一緒に免除申請手続

を行い、当該手続をしたのは１回か２回であると説明しているが、社会保険

庁の記録によれば、申立人の夫も当該期間については申立人と同様に未納と



 

されている上、昭和 60年１月から 61年３月までの期間及び 61年 10月から

62 年３月までの期間の保険料をそれぞれ 60 年４月、61 年 11 月に申立人夫

婦一緒に免除されていることが確認できるなど、申立人が、当該期間の保険

料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

    また、申立期間②、③及び④の保険料を免除されていたものと認めること

はできない。 



 

東京国民年金 事案 4537 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和57年６月から平成５年12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年６月から平成５年 12月まで 

    私の妻は、夫婦二人の国民年金の加入手続をし、夫婦二人分の国民年金保

険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続

及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる申立人の

妻から当時の納付状況を聴取することができないため、当時の状況が不明確で

ある。また、申立人の保険料を納付したとされる申立人の妻も申立期間は国民

年金に未加入となっているなど、申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

 さらに、申立人は、国民年金に加入した形跡が見当たらず、国民年金手帳の

記号番号が払い出されていることをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

東京国民年金 事案 4538 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54年５月から 55年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年５月から 55年２月まで 

私は、昭和 54 年５月に区役所で国民年金の加入手続を行い、金融機関で

国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、申立期間の保険料額及び納

付頻度等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、加入手続をした際に区役所

で交付されたとする申立人の国民年金手帳は、平成元年以降に作成、交付さ

れた手帳であることが確認できる上、申立人は当該手帳以外の手帳を所持し

ていた記憶が無いなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成３年１月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4545 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年４月から 45年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 45年６月まで 

    私は、昭和 37年か 38年に国民年金に任意加入し、以後厚生年金保険に切

り替わるまで国民年金保険料を納付した。申立期間が国民年金に未加入で

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の国民年金の加入手続

及び保険料の納付場所に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 45 年７月に任意加入した

時点で払い出されており、制度上、申立期間は保険料をさかのぼって納付でき

ない期間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4546 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から平成２年３月まで 

    私は、市役所から国民年金の加入を勧めるはがきが来るようになってから、

昭和 60年ごろに、夫婦二人の加入手続をしたと思う。加入後、国民年金保

険料を納付していなかったが、62年ごろ、市役所に確認したところ２年分

の保険料をさかのぼって納付できることが分かったので、２年分の保険料を

一括納付した。一括納付後も、申立期間の保険料を納付してきた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時に国民年金手帳の交付

を受けた記憶及び保険料を一括納付した場所等に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、

納付したとする保険料額も当時の保険料額と異なっているなど、申立人が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成７年５月時点で

は、申立期間の保険料は時効により納付することができない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4554 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年９月から 55年 12 月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年９月から 55年 12 月まで 

私は、厚生年金保険の加入期間と重複して、国民年金保険料を納付してい

たが、還付を受けた記憶がない。申立期間の保険料が還付済みとされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する領収書等により、厚生年金保険加入期間中の申立期間の国

民年金保険料が納付されたことは確認できるものの、還付整理簿には、申立人

の住所・氏名、還付理由、還付金額、還付期間、還付決定日及び還付支払日が

明確に記載されており、申立期間の保険料が還付されていることについて不自

然さは見られない。また、還付整理簿には、申立人を含め 12 件の還付が同一

の還付決定日、還付支払日で記載されており、区が国民年金被保険者資格喪失

届を受けたときに併せて還付請求書を受け取り、一括して還付処理を行ったも

のと考えられるなど、申立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も見当たら

ない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めるこ

とはできない。 

 

 



 

東京国民年金 事案 4555 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年４月から 46年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 46年 11 月まで 

私の妻は、申立期間の国民年金保険料を納付していたはずである。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、保険料の納付に関与

しておらず、保険料を納付していたとされる妻から当時の納付状況等を聴取

することができないため、当時の状況が不明確である上、妻も、申立期間の

保険料が未納となっているなど、申立人の妻が申立人の申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4556 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年４月から 58年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 58年 10 月まで 

    私の母は、昭和 46 年４月に私の国民年金の加入手続をし、私の国民年金

保険料を２年間納付した、その後は私自身が保険料を納付してきた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親及び申立人が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、昭和 46 年

４月から 48 年３月までの２年間については、申立人は、国民年金の加入手続

及び保険料納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる母親から当

時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。

また、その後の 48 年４月から 58年 10 月までの期間については、申立人は、

保険料額の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人の母親及び申立人が申立人の申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成２年 12 月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

東京国民年金 事案 4557 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年１月から 47 年 10 月までの期間及び 47 年 11 月から 50

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年１月から 47年 10月まで 

             ② 昭和 47年 11月から 50年３月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の状況及び申立

期間当初に保険料を納付した場所の記憶が曖昧であり、納付書により納付した

とする方法は、申立人が申立期間①当時居住していた市の当該期間当初の納付

方法と相違する上、納付したとする保険料の金額は、申立期間の大部分の保険

料額と異なるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

東京国民年金 事案 4562                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年４月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 50年３月まで 

私は、30歳だった昭和 48年１月ごろに国民年金の加入手続を行った。国

民年金の保険料は、私または亡くなった妻が二人分を納付した。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は保険料を納付したとする時期、

納付金額の記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料の納付を行っていたとされる申立人の妻

から納付状況を聴取することができないため、当時の状況が不明確である上、

一緒に納付したとする申立人の妻も申立期間の保険料が未納であるなど、申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、昭和 48 年 1 月ごろに加入手続を行ったと主張している

が、国民年金手帳記号番号は昭和 51 年４月に夫婦連番で払い出されたことが

確認できる上、その時点では、申立期間のうち 49年１月から 50年３月までの

保険料は過年度納付することが可能な期間であるが、申立人にはさかのぼって

納付した記憶はなく、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



 

東京国民年金 事案 4563                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年６月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年６月から 42年３月まで 

    私の妻は、私と妻の国民年金の加入手続をして、私の妻が最初は家に来た

集金人に、数年後からは出張所で常に一緒に二人分の国民年金保険料を納付

していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人の妻が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、国民年金の加入手続及び保険料の納付を

行っていたとする申立人の妻は、国民年金の加入手続をした時期や場所、手帳

の入手時期などの記憶が曖昧
あいまい

である上、同時に加入手続をしたとする申立人の

妻と申立人の国民年金手帳記号番号は払出の時期が異なっていることが確認

できる。 

また、申立人は昭和 36 年４月と同年５月の保険料を、第３回特例納付期間

に納付することにより、国民年金の納付期間が 300月になっていることが確認

でき、年金の受給資格期間を満たすために必要な期間を納付したと考えること

が自然であるとともに、申立人の妻は、特例納付した２か月分の保険料 8,000

円を納付したことを記憶しているが、他に申立期間の保険料をまとめて払った

記憶は無いなど、申立人の妻が、申立人の申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4564 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年３月まで 

    私は、私と夫の国民年金の加入手続をして、私が最初は家に来た集金人に、

数年後からは出張所で、常に一緒に二人分の国民年金保険料を納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、国民年金の加入手続をした時期や場所、手

帳の入手時期などの記憶が曖昧
あいまい

である上、同時に加入手続をしたとする申立人

と申立人の夫の国民年金手帳記号番号は払出の時期が異なっていることが確

認できる。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 40 年７月ごろに払い出され

ていることから、この頃に加入手続が行われたと考えられるが、その時点で申

立期間の一部は時効により納付できない期間であるとともに、申立人は、申立

人の夫の２か月分の保険料 8,000 円を特例納付したことを記憶しているもの

の、他に申立期間の保険料をまとめて払った記憶は無いなど、申立人が、申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4565                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 37 年９月までの期間及び平成元年 10 月から２

年２月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年９月まで 

             ② 平成元年 10月から２年２月まで 

私は、申立期間①の国民年金保険料を自宅に来た集金人に納付していた。

また、満額の国民年金を受給できるよう 60 歳以降も任意加入し、申立期間

②の保険料を金融機関で納付したはずである。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、国民年金手帳記号

番号は昭和 36 年４月に払い出されていることが確認できるものの、当時居住

していた区の被保険者名簿には昭和 36年 12 月８日に「住所不明」、39年９月

10日に「所在判明」と記載されているとともに、申立期間①の直後の 37年 10

月から39年３月までの保険料を40年１月に過年度納付していることを踏まえ

ると、40 年１月に過年度納付した時点では申立期間①は時効により納付でき

ない期間であり、ほかに申立人が申立期間①の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間②については、申立人は国民年金保険料の納付額、納付時期

等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、国民年金の加入可能期間である

27年間となるよう昭和 63年 10月に昭和 63年８月から平成元年９月までの保

険料を一括して納付したことが確認でき、申立人の場合 27 年間以上の納付は

年金受給額に反映せず納付の必要性はないなど、申立期間②の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4568 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63年４月から同年 11月までの期間、平成元年４月から２年７

月までの期間及び３年 10月から同年 12月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年４月から同年 11月まで 

             ② 平成元年４月から２年７月まで 

             ③ 平成３年 10月から同年 12月まで 

私は、平成２年４月から７月頃に申立期間①及び②の国民年金保険料を納

付し、平成３年 10 月に会社を退職した後に、申立期間③の保険料を納付し

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、また、申立人は、納付場所、納付金額等の納付状況に関

する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成６年２月時点

では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

東京国民年金 事案 4568 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63年４月から同年 11月までの期間、平成元年４月から２年７

月までの期間及び３年 10月から同年 12月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年４月から同年 11月まで 

             ② 平成元年４月から２年７月まで 

             ③ 平成３年 10月から同年 12月まで 

私は、平成２年４月から７月頃に申立期間①及び②の国民年金保険料を納

付し、平成３年 10 月に会社を退職した後に、申立期間③の保険料を納付し

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、また、申立人は、納付場所、納付金額等の納付状況に関

する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成６年２月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

東京国民年金 事案 4569 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 37年６月までの期間及び 38年７月から 51年４

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年６月まで 

② 昭和 38年７月から 51年４月まで 

私は、昭和 40 年前半に、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付して

きた。また、45年か 46年に、国民年金に加入する前の未納保険料を納付で

きると聞き、一括で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金への加入手続を行った具

体的な場所や国民年金手帳を受け取ったかどうかを覚えていないと説明して

いる上、保険料の納付方法、納付場所、納付額等の納付状況に関する記憶が

曖昧
あいまい

である。また、未納保険料を一括で納付したとする昭和 45 年から 46 年

時点では、第１回特例納付が実施されているものの、申立期間当時、申立人

の夫は厚生年金保険被保険者であり、申立期間は強制加入期間ではない上、

申立人が所持する国民年金手帳において、申立期間直後の 51年５月に任意加

入により国民年金の資格を取得していることが確認できるなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

東京国民年金 事案 4570                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年９月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年９月から 41年３月まで 

私の母親は、申立期間の私の国民年金保険料を納付していた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手

続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる母親か

ら当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であ

る。また、母親も申立期間は国民年金に未加入であるなど、母親が申立人の申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4578 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年５月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 39年５月から 41年３月まで 

  私の母は、国民年金制度開始当初から国民年金に加入しており、娘につい

ても 20 歳になったら国民年金保険料を納付しなければならないとの思いか

ら、私が 20 歳の誕生日ごろに国民年金に加入し、保険料を納付し始めた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、また、申立人の国民年金手帳の記号番

号が払い出された昭和 41 年６月時点では、申立期間は過年度納付することが

可能な期間であるが、保険料を納付したとする母親はさかのぼって保険料を納

付した記憶がないなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4579 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 38年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 36年４月から 38年６月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、転居後の昭和 44年２月頃に、納付書

が送られてきたので、直ちにまとめて納付したはずである。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、さかのぼって保険料を納付したとす

る期間、納付金額等の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、さかのぼって納付した際の納付書は１回送られてきただけ

であると説明しているとともに、国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

44 年３月時点で、過年度納付が可能な期間について、保険料をすべて納付し

ており、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4580 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年５月から 50年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 38年５月から 50年９月まで 

  私は、会社を退職した昭和 41 年ごろ、区役所で国民年金への加入手続を

し、２年分の国民年金保険料をさかのぼって納付した。その後も区役所で保

険料を納付していたはずであるが、50 年頃に新しい手帳が交付され、それ

以前の納付記録が無くなっている。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、また、申立人は、国民年金への加入手続をした

とする時期、手続方法等について記憶が曖昧
あいまい

である上、国民年金手帳を交換す

る際に別の国民年金手帳の記号番号が付番されたと主張するなど、申立内容に

は不自然な点が見受けられ、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 52年 11月時点では、申

立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4581 

 
第１ 委員会の結論 
   申立人の昭和 39 年６月から 40 年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 39年６月から 40年 12月まで 

  私は、申立期間の国民年金保険料を、夫の分と一緒に納付していた。申立

期間の保険料は、夫が納付済みとなっているのに、私の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、申立期間の保険料の納付方法、納付

時期、納付金額等の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人の国民年金手帳の記号番

号が払い出された昭和 42 年 12 月時点では、申立人は 60 歳到達時まで保険料

を納付したとしても受給資格期間を満たすことができないことから、必要月数

を満たすために第１回特例納付で41年４月から42年３月までの保険料を納付

したものと考えられ、手帳記号番号が申立人と連番で払い出されている夫につ

いても、受給資格期間の必要月数を満たすために第１回特例納付及び第２回特

例納付で 39 年６月から 42 年３月までの保険料を納付したと考えられるなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4582  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年 11 月から 51 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 49年 11月から 51年８月まで 

        私は、昭和 49年 11月頃に友人と一緒に区の出張所で、国民年金の任意加

入手続を行い、以後、国民年金保険料と付加保険料を納付していた。一緒に

加入手続を行った友人は、昭和 49 年 11 月から納付済みとなっているのに、

私の申立期間が未加入、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、一緒に加入手続を行ったとする申立人の友人は

他界しているため、当時の加入状況等について聴取することができない。 

また、申立人は、昭和 49年 11月頃、国民年金の任意加入手続を行ったとし

ているが、申立人の所持する年金手帳により、51年 9月 21日に任意加入して

いることが確認でき、申立期間は配偶者が共済組合に加入していることから、

任意加入期間となるためさかのぼって保険料を納付できず、ほかに申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4587 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年２月から 46年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年２月から 46年９月まで 

    私は、20歳になってすぐに、「国民年金保険料の初回分は納めてあげるか

ら、２回目以降は自分で納めるように」と母に言われたことを憶えている。

２回目以降の保険料を自分で納付したかわからないが、初回の保険料は母が

納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手

続及び初回の保険料の納付に関与しておらず、初回の保険料を納付したとする

母親から当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の納付状況

等が不明確である。また、申立人は、申立期間当時に国民年金手帳を所持して

いた記憶がなく、印紙検認により納付したことはないと説明している上、２回

目以降の保険料の納付についても自身で納付した記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立

人及び申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成３年８月時点

では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

東京国民年金 事案 4588 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年２月から 49年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 42年２月から 49年６月まで 

私は、22歳のころ、金融機関で国民年金への加入を勧められたことをきっ

かけに国民年金の加入手続を行い、２年分の国民年金保険料をさかのぼって

納付し、その後は、金融機関で納付していたはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、印紙検認により納付したことはない

と説明しているが、国民年金に加入したとする昭和 44 年の現年度保険料の納

付方法は印紙検認方式であったこと、また、申立人は、さかのぼって保険料を

納付したのは、国民年金加入時に納付した１度だけであると説明しており、申

立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和51年12月時点から時効期

限いっぱいにさかのぼって過年度納付していることが確認でき、これが申立人

の主張する過年度納付に該当すると考えられることなど、申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の上記手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間は時

効により保険料を納付することができない期間であり、申立人はオレンジ色の

手帳（全国的に昭和 49年 11月以降に発行されていたもの）以外の手帳を所持

していたことはないと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年８月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年８月から 49年３月まで 

    私は、20歳になるとすぐ国民年金に加入し、市役所出張所の窓口で国民

年金保険料を納付していた。保険料額は、最初は 100円でその後少しずつ上

がっていったことを記憶している。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続に関する記憶が

曖昧
あいまい

であり、申立人が居住していた市では、申立期間のうち昭和 45 年８月ま

での間は印紙検認方式による保険料の納付方法が採られていたが、申立人は国

民年金手帳に印紙貼付や検認印を受けたことがないと説明しているなど、申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 50 年２月時点

では、申立期間の大半は時効により保険料を納付することができない期間であ

る上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年１月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年１月から同年９月まで 

    私は、「年金は納付を途切れないようにしなければ、将来受け取ることが

できなくなる。」と父に言われ、国民年金に加入した。その後は父が国民年

金保険料を納付してくれていたので、申立期間が未加入で保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人自身は申立期間の保険料の納付

に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を

聴取することができないため、保険料の納付状況が不明確である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 58年 12月時点

では、申立期間は時効により保険料を納付することができない時期であり、申

立人は、申立期間当時に国民年金の加入手続をした記憶が曖昧
あいまい

であるなど、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

東京国民年金 事案 4593 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年７月から 63年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 56年７月から 63年６月まで 

私と双子の弟が 20 歳になった当時、学生は国民年金への加入が任意であ

ったが、私の母は、私と弟に代わって国民年金の任意加入手続を行い、以後、

母が集金人に国民年金保険料を納めていた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、保険料を納付していたとする母親は、

申立期間当時の加入手続及び保険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、

母親が申立人の保険料と一緒に納付していたとする申立人の弟は、申立期間は

未加入期間であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成３年 10 月ごろ

の時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であ

り、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

東京国民年金 事案 4594 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年８月から 61年３月までの期間、平成４年４月から５年２

月までの期間及び８年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年８月から 61年３月まで 

             ② 平成４年４月から５年２月まで 

             ③ 平成８年４月 

    私は、20歳になった昭和 56年８月に国民年金の加入手続を区役所の出張

所で行った。国民年金保険料は、20 歳のころに父が１度納付した後は私が

納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、申

立人は、国民年金の加入手続時期及び保険料の納付状況等に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、当該期間の保険料を１度納付したとする父親は、国民年金加入期間の

保険料がすべて未納である上、父親から当時の納付状況等を聴取することがで

きないため、当時の状況が不明確であるなど、申立人及び申立人の父親が当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 61年時点では、

当該期間の過半は時効により保険料を納付することができない期間である上、

申立人は当時さかのぼって保険料を納付したとする記憶が曖昧
あいまい

であり、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人は、当該期間のうち一部の期間の保険料は納

期限切れで納付できなかったとしているが、当該期間後の最初の保険料納付日

は平成８年１月 12 日であることが確認でき、同日以降においては、当該期間

の保険料の全部が時効により納付することはできなかったなど、当該期間の保

 



 

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間③については、申立人は、当該期間は厚生年金加入期間に挟まれた

１か月であるので、保険料を納付していないかも知れないとしており、保険料

の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4595 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年６月から 53年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年６月から 53年３月まで 

私の父は、私が結婚する直前に市役所又は社会保険事務所で国民年金の加

入手続をし、過去の未納分の国民年金保険料をすべて納付してくれたはずで

ある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付したとする父親から

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人は、婚姻前に父親が加入手続を行い保険料を納付したと説明し

ているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、婚姻により昭和 55 年６月に

転居した後の市で払い出されているなど、父親が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

東京国民年金 事案 4596 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年４月から 56年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から 56年３月まで              

私の義父は、私の国民年金の加入手続を行い、その後、私は１歳か２歳に

なった長男を連れ、郵便局に国民年金保険料を納めに行った記憶がある。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の国民年金の加入手続

に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続をしたとする義父から当時の

状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。また、申

立期間の保険料を納付していたとする申立人は、申立期間の保険料額等の記憶

が曖昧
あいまい

である上、申立人と連番で国民年金手帳の記号番号が払い出されている

夫も同様に申立期間は未納であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 56 年３月時点では、申

立期間の過半は時効により保険料を納付することができない期間であり、申立

人は、保険料をさかのぼって納付した記憶が無いと説明している上、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4597 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年３月から 45年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年３月から 45年３月まで 

私は、20歳の誕生日を迎えた昭和43年の春、母から「嫁ぎ先で困らないよ

うにお父さんに国民年金に入って貰っておいたよ」と言われた記憶がある。

結婚後の同年10月からは義父が夫の国民年金保険料と一緒に納付してくれ

たはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の両親及び義父が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手

続及び保険料の納付に関与しておらず、婚姻するまで保険料を納付していたと

する両親及び婚姻後の保険料を納付していたとする義父から当時の納付状況

等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であるなど、両親及び

義父が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。        

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和47年４月時点で

は、申立期間の大部分は時効により保険料を納付することができない期間であ

り、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

さらに、昭和47年４月は第１回特例納付実施期間中であるが、申立人は、当

該時点から60歳までの保険料を納付すれば特例納付をしなくても年金の受給

資格期間を満たすことができ、義父から特例納付をしたと聞いたこともないと

説明している。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

 



 

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京国民年金 事案 4598 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年４月から 50 年３月までの期間及び 59 年４月から平成元

年３月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年４月から 50年３月まで 

             ② 昭和 59年４月から平成元年３月まで 

    私は、昭和 44 年４月から毎年度、国民年金保険料免除申請書を区役所に

提出していたと思う。申立期間の保険料が免除されておらず、未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料

が無く、また、申立期間の免除申請は基本的に毎年度行う必要があるが、申立

人は、毎年度申請したと思うが、明確に覚えているのは２回であると説明して

おり、記録されている２回の申請免除期間に加えて申立期間について免除申請

をしたとは考えられず、免除申請の手続時期、承認通知書の受領等に関する記

憶も曖昧
あいまい

である。 

さらに、申立期間については、申立人の夫の保険料も免除ではなく未納とな

っている上、申立人は、平成７年４月以降の期間は免除申請をしておらず保険

料が未納となっているなど、申立期間の保険料が免除されていたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めること

はできない。 

 



 

東京国民年金 事案 4599                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年２月から同年４月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年２月から同年４月まで 

私は、会社を退職後、国民年金の加入手続を区役所で行い、申立期間の国

民年金保険料は妻の保険料と一緒に区役所で納付していた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の保険料額及び納付時

期等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の基礎年金番号が付番された平成９年１月より前に、申立人に

国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は確認できず、手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

東京厚生年金 事案 2266 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年４月 16日から 36年３月８日まで 

             ② 昭和 36年３月 27日から 43年１月 26日まで 

平成 16年５月 21日付けで社会保険事務所から、申立期間について、脱退

手当金の受給記録があるとの回答を受けた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

しかし、私は、退職後に脱退手当金について会社から連絡は無く、脱退手

当金の請求を行ったことや、郵送や社会保険事務所等で脱退手当金を受け取

った記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金の請

求書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給した旨

の「脱」表示をすることとされており、申立人が現在も所持している厚生年

金保険被保険者証には、当該表示が確認できることを踏まえると、申立人の

意思に基づかないで脱退手当金が請求されたものとは認め難い。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2267 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年１月１日から 31年８月 30日まで 

昭和55年５月23日付けで社会保険事務所から申立期間について脱退手当

金の支給記録がある旨の通知を受けた。 

 しかし、私は、会社から脱退手当金の説明を受けたことは無く、退職後は

すぐに別の事業所で勤務しており、脱退手当金の請求を行ったことや、受け

取った覚えは無い。脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金が支給されたことが記

載されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 31 年

10月 25日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

また、申立人の脱退手当金は昭和 31年 10月 25日に支給決定されているが、

当時は通算年金制度創設前であり、申立期間後に勤務した事業所は、32 年８

月１日まで厚生年金保険の適用事業所ではないことから、申立人が脱退手当金

を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した

記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2269                   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等    

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成９年 12月９日から 10年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の

加入記録が無い旨の回答をもらった。平成８年 10 月 1 日から９年 12 月 31

日までの間、継続してＡ病院に勤務し、その間の厚生年金保険料を給与より

控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてもＡ病院に継続して勤務していたと申し立てて

いるが、同病院から提出された在職証明書及び雇用保険の記録では、申立人が

平成８年10月１日から９年12月８日まで在籍していることが確認され、かつ、

申立人から提出された平成９年給与所得源泉徴収票の記録においても、申立人

は同年 12月８日に退職とされている。 

また、申立人から提出された、Ａ病院における平成９年 12 月の給与・賞与

明細書によれば、申立人の出勤日数が 10日、同月の給与支給額が 31万円（前

月までは 125万円で毎月同額）と記載されていることから、申立人の在籍日数

により日割り計算されていることがうかがえる上、同年 12 月の給与からは同

年 11月分の厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めること

はできない。 



 

東京厚生年金 事案 2270 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年４月１日から 32年５月１日まで 

             ② 昭和 36年３月１日から同年４月９日まで 

私は、ねんきん特別便をきっかけに社会保険事務所で厚生年金保険につい

て調査をしてもらったところ、脱退手当金が支払われていることを知った。 

しかし、脱退手当金の請求を行った覚えは無く、受給した記憶も無いので、

年金として受けられるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたとする昭

和 36 年８月 25 日の直前の同年７月 24 日に、脱退手当金の算定のために必要

となる標準報酬月額等をＡ省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答した

ことが記録されている上、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金

が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所

における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2271 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年４月１日から 43年４月１日まで 

私は、社会保険庁から届いた「ねんきん特別便」で脱退手当金が支払われ

ていることを知った。私は、脱退手当金の請求を行ったことや、受給した記

憶も無いので、年金として受けられるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 43 年４

月１日の前後２年以内に資格喪失した者 15 名の脱退手当金の支給記録を確認

したところ、全員について脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち 14 名

が資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該

支給決定の記録がある者のうち４名は、事業所が脱退手当金の請求手続をした

旨の供述をしていることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理

請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されている

ことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格喪失日から約１か月後に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2272 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年４月１日から 41年 10月１日まで 

平成 16 年４月に、社会保険事務所で厚生年金保険の加入状況について確

認したところ、昭和 41 年 11月 22 日に申立期間に係る脱退手当金が支払わ

れていることを知った。 

しかし、私は、昭和 41 年 11月 17 日に結婚し、新婚旅行から帰ってきた

ばかりで、夫の実家に住んでいたことから、脱退手当金をもらいに行ける状

態ではなく、脱退手当金はもらっていないので、年金として受けられるよう

にしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 41年 10

月１日の前後２年以内に資格喪失した者 21 名の脱退手当金の支給記録を確認

したところ、20名について脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち 19名

が資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該

支給決定の記録がある者のうち５名は、事業所が脱退手当金の請求手続をした

旨の供述をしていることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理

請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期



 

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2273 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月１日から 43年４月 21日まで 

58 歳ごろに社会保険事務所から通知が来て年金の記録を確認したところ、

申立期間が脱退扱いになっていることを知った。 

しかし、私は、会社から脱退手当金の説明を受けたものの、脱退手当金の

請求手続を行ったことや、受給した記憶は無いので、脱退手当金の支給記録

を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金の請求

書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給した旨の

「脱」表示をすることとされており、申立人が現在も所持している厚生年金保

険被保険者証には、当該表示が確認できることを踏まえると、申立人の意思に

基づかないで脱退手当金が請求されたものとは認め難い。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されてい

ることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る事業所における厚生年金

保険被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和 43 年 10月 30 日に支給決定さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2274 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月１日から 48年４月１日まで 

平成 20 年２月に社会保険事務所から申立期間について脱退手当金の支給

記録がある旨の通知を受けた。 

しかし、私は、退職時に脱退手当金の説明を受けておらず、受け取った覚

えも無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る事業所は、退職者を集めて脱退手当金に関する説明会を開き、

受給希望者に関しては代理請求を行っていたと説明している上、当該事業所の

厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保

険被保険者資格喪失日である昭和 48 年４月１日の前後１年以内に資格喪失し

た者 32名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、16名について脱退手当

金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支

給決定がなされているとともに、当該支給決定の記録がある者のうち２名は、

事業所が脱退手当金の請求手続をした旨の供述をしていることを踏まえると、

申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考え

られる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2276                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 62年 12月 31日から 63 年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、昭和 62 年 12月 31 日まで勤務したので、申立期間も厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 62年 12月 31日までＡ社に勤務していた旨申し立てている。 

しかし、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった社員原簿により、申

立人は、同社を昭和 62年 12月 30日に退職したことが確認できる。 

また、上記社員原簿により、申立人がＡ社に昭和 49 年４月１日に入社して

いることが確認できるが、同社では、申立人のように月の前半に入社した従業

員の厚生年金保険料については、当月分の控除であったとしているところ、同

社から提出のあった昭和 62年 12月分の賃金台帳では、申立人の同月の給与か

ら厚生年金保険料が控除された記録が無い。 

一方、厚生年金保険法では、第 19 条において「被保険者期間を計算する場

合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失

した月の前月までをこれに算入する。」とされており、また同法第 14条におい

ては、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とされて

いることから、申立人の資格喪失日は、昭和 62 年 12 月 31 日であり、申立人

の主張する同年 12月は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

このほか、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を控除していたことをうか

がわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人が、申立期間において厚生年金保険の被保険者であったと認めることはで

きない。 



 

東京厚生年金 事案 2277 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34年６月から 39年６月 1日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社での厚生年金保険の被保険者記録は昭和 39

年６月１日から 40年５月１日となっているが、33年頃に学生アルバイトと

して入社し、一年後に正社員となった。正社員になってからは、厚生年金保

険に加入したはずであるので、34年６月から 39年６月１日までの期間を厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の同僚及び上司の供述により、申立人が、申立期間当時、Ａ社

に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の同僚に

照会したところ、同社では、６か月から１年程度の試用期間があり、その間は、

厚生年金保険に加入せず、保険料も控除されていなかったとしている。 

また、上記被保険者名簿において、昭和 35年２月 29 日に 60 名以上の従業

員が厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できるが、当時、

経理を担当していた従業員に照会したところ、事務職や管理職を除き、申立人

のような接客を担当する現場従業員は、厚生年金保険の資格を喪失させ、国民

健康保険組合の健康保険のみを加入させたと供述している。 

さらに、その後、昭和 39年６月１日に 40名以上の多数の現場従業員が厚生

年金保険の資格を取得しており、申立人も同日に資格を取得していることが確

認できるほか、同日以前に同社に現場従業員として勤務していた従業員の中に

は、国民年金に加入し、その保険料を納付している者がいたことも確認できる。 

これらのことから、当該期間は、上記経理担当職員及び複数の従業員の供述



 

のとおり、申立人を含む同社の現場従業員は、厚生年金保険に加入しておらず、

厚生年金保険料も控除されていなかったものと推認される。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2278 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成９年１月１日から同年 10月 21日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間当時の確定申告書を提出するので、厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主の供述により、申立人が、申立期間当時同社に勤務していた

ことは推認することができる。 

しかし、社会保険事務所の同社における厚生年金保険被保険者記録では、

申立人は平成９年 10 月 21 日に厚生年金保険の資格を取得し、10 年１月 28

日に資格を喪失していることが確認できる上、上記事業主は、申立期間当時

の資料を保管しておらず、申立人の厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

一方、申立人から提出された平成９年分の所得税の確定申告書に記載され

ている給与支払総額は 40 万円であり、この金額は申立人の平成９年 11 月支

給分及び 12月支給分の２か月分の給与に相当する。 

また、当該確定申告書に記載されている社会保険料の金額は、申立期間当

時の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料及び健康保険料の２か月分である

ことが確認でき、当該確定申告書の内容から、控除されている厚生年金保険

料額は、当時の厚生年金保険料率により計算した金額と一致していることが

確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついてはこれを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年８月８日から 36年９月１日まで 

会社から脱退手当金についての説明を受けたため、自ら社会保険事務所に

行き、その請求手続を行った際、職員から手続の不備を指摘され、再度、来

所するよう依頼されたが、忙しかったことなどから、そのまま、同事務所に

は行くことは無かった。 

その後、平成７年に社会保険労務士に年金について相談したところ、Ａ社

に係る厚生年金保険被保険者期間について、脱退手当金が支給された記録が

あると言われ、社会保険事務所に確認したが、社会保険労務士と同様の回答

であった。 

しかし、脱退手当金の請求手続を最後まで行ったという認識は無いので、

申立期間について、厚生年金保険の加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は事業所を退職する際に、事業所から脱退手当金の説明を聞いて、脱

退手当金の請求手続をしたと述べていることから、申立人の意思に基づき脱退

手当金が請求されたことは明らかである。 

   また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険資格喪失日から約５か月後の昭和 37年１月 30日に支給決定

されているなど、脱退手当金の支給等に係る一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに脱退手当金

を受給していなことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年８月 28日から 33 年１月 19日まで 

        平成 20 年３月に社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会した

際、脱退手当金が支給されている記録があることが分かった。 

    しかし、会社を退職した後は、花嫁修業をしながら結婚に備えており、

その間、脱退手当金についての通知はなく、昭和 33年 11月に結婚した後

は遠方に転居しており、脱退手当金は受け取っていない。 

    このため、申立期間について厚生年金保険の加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所において、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失

した日（昭和 33年１月 19日）の前後１年以内に被保険者資格を喪失した女性

従業員のうち、脱退手当金の支給要件を満たす者 24 名について、その支給記

録を確認したところ、全員に支給記録があり、いずれも被保険者資格喪失日か

ら５か月以内に脱退手当金の支給決定がなされていることから、申立人につい

てもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと

考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたこ

とを意味する「脱」表示があるとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に

計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

３か月後の昭和 33年４月 17日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給

等に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前

であり、脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から

聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないこ



 

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2284 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和63年10月１日から平成元年５月１日まで 

② 平成元年５月１日から３年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②について、加入

記録が無い旨の回答をもらった。それぞれの期間について、勤務していたの

は確かなので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社に昭和 63 年５月から当該期間を含

め、平成元年４月 30日まで勤務していたと申し立てている。 

そして、Ａ社の商業登記簿謄本によれば、申立人は昭和 62 年７月７日から

取締役として、同社に勤務していたところ、63年９月 30日に取締役を辞任し

たことが記録されている。 

一方、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主は連絡先が不明であるため供

述が得られず、同社及び当該事業主から申立人の申立期間①における勤務の実

態や厚生年金保険料の給与からの控除等について確認することができない。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から申立期間①当時に同

社に勤務していたことが確認できる従業員に照会したところ、複数の従業員が、

申立人は同社の取締役を辞任した後も同社に勤務していたと記憶している旨

供述していることから、期間を特定できないものの、申立人が同社に勤務して

いたことは推認することができる。 

しかし、Ａ社は、申立期間①のうち、昭和 63 年 10月１日から同年 12月 31

日までの期間、政府管掌健康保険の適用事業所となっていることから、申立人

が厚生年金保険に加入していれば当然当該健康保険に加入しており、他の医療



 

保険には加入していないはずであるところ、申立人は、居住していた区の記録

において、同年 10月１日から申立期間①を含め、平成 20年９月２日までの期

間、国民健康保険に加入していることが確認できる。この国民健康保険の加入

手続について、同区では、他の健康保険に加入していないこと（他の健康保険

から移行の場合は、当該健康保険を脱退したこと）を確認した上で、加入させ

ているとしていることから、申立人が申立期間①に同社の政府管掌健康保険及

び厚生年金保険に加入していたとは考え難い。 

なお、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 63 年 12月 31 日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなっていることが確認できる。 

申立期間②については、申立人は、Ｂ社に勤務していたと申し立てている。 

そして、Ｂ社の商業登記簿謄本によれば、申立人は、平成元年５月 17 日に

同社の代表取締役に就任し、同年 12 月１日に代表取締役を退任したことが記

録されている。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは平成 12 年７月１日であり、同社の代表取締役である申立人が、申立

期間②は厚生年金保険の適用事業所にはなっていないことを知りながら、自ら

厚生年金保険料を給与から控除していたとは考え難い。 

また、申立人は、居住していた区の記録において、昭和 63年 10月１日から

申立期間②を含め、平成 20 年９月２日までの期間、国民健康保険に加入して

いることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実、これまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



 

東京厚生年金 事案 2292 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17年４月から 19年まで 

            ② 昭和 19年から 20年８月 15日まで 

    昭和 17 年４月から 19 年まではＡ社に勤務し、また、同年から 20 年８月

15 日まではＢ社に勤務していたが、同期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。確かに勤務していたので、同期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人がＡ社に勤務していた当時の記念写真として

提出のあった写真から、申立人が同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、申立人が申立期間当時に勤務していたとするＡ社は、社会保

険事務所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、同社の所

在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、申立期間当時の代表者の氏名を記憶していたが、同人は既

に死亡している。 

さらに、申立人は、申立期間当時の同僚等の氏名を記憶していないことから、

申立人の勤務状況や厚生年金保険料控除等について確認することができない。 

加えて、申立人は、見習工として勤務していたとしているが、給与を受け取

った記憶は無いと供述しており、厚生年金保険料控除があったとは考え難い。 

申立期間②については、申立人は終戦時の昭和 20年８月 15日までＢ社に勤

務したとしているが、申立人は、申立期間当時の社長の名字を記憶しているの

みで、同僚等の氏名を記憶していないことから、これらの者の連絡先を把握し

て、申立人の勤務実態や厚生年金保険料控除等について供述を得ることができ

ない。 



 

また、申立人は、勤務していた事業所の所在地を明確に記憶していないため、

社会保険事務所が保管するＢ社の本社及び申立人が勤務していた可能性があ

る３つの事業所の厚生年金保険被保険者名簿を確認したところ、これらの名簿

には、申立期間当時に合計で約 1,000名の被保険者の記録が記載されているが、

同名簿に、申立人の氏名は確認できない。 

   さらに、申立人は、見習工として勤務していたとしているが、給与を受け取

った記憶は無いと供述しており、厚生年金保険料控除があったとは考え難い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2293 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年４月１日から同年 11月 16日まで 

            ② 昭和 36年１月 13日から 39年８月 30日まで 

    昭和 35 年４月１日から 39 年８月 30 日までＡ社に正社員として勤務して

いたが、厚生年金保険の加入記録は 35 年 11月 16 日から 36 年１月 13 日ま

でとなっており、申立期間の加入記録が無いので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ社における申立人の元同僚の供述により、申立人

が同社に在籍していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社では、申立期間当時の人事記録、賃金台帳等を保存して

おらず、また、当時のことを記憶している者もいないため、申立期間当時の申

立人の勤務実態は不明であるとしている。このため、社会保険事務所が保管し

ている同社の被保険者名簿により、申立期間当時の従業員に照会し、10 数名

から回答を得たが、申立人を記憶している者はいなかった。 

また、Ａ社が保管している申立期間当時の厚生年金台帳には、申立人の申立

期間に係る加入記録は記載されておらず、同社では、同台帳に申立人の記載が

無いことから、申立期間について、申立人の厚生年金保険料は控除していない

と供述している。 

さらに、Ａ社が保管している雇用保険台帳には、申立人の雇用保険の資格取

得日は昭和 35 年 11月 16 日と記載されており、同日は、厚生年金保険の被保

険者資格取得日と同じである。 

加えて、申立期間当時に臨時採用者であった従業員等 10 数名は、申立期間

当時に、労働組合が事業主と交渉して、臨時採用者も社会保険に加入できるよ



 

うになったことを供述しており、これらの者は、入社後数か月以上を経過して

から厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが社会保険庁の記録に

より確認できる。 

申立期間②については、Ａ社における申立人の元同僚の供述により、申立人

が同社に在籍していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社では、申立期間当時の人事記録、賃金台帳等を保存して

おらず、また、当時のことを記憶している者もいないため、申立期間当時の申

立人の勤務実態は不明であるとしている。このため、社会保険事務所が保管す

る同社の被保険者名簿により、申立期間当時の従業員に照会し、10 数名から

回答を得たが、申立人を記憶している者はいなかった。 

また、申立期間内の昭和 38年４月１日にＡ社の本社に正社員として入社し、

Ａ社の総務課人事係で勤務していた元従業員も、申立人の名前を記憶していな

いと供述している。 

さらに、Ａ社が保管している申立期間当時の厚生年金台帳には、申立人の申

立期間に係る加入記録は記載されておらず、同社では、同台帳に申立人の記載

が無いことから、申立期間について、申立人の厚生年金保険料は控除していな

いと供述している。 

加えて、Ａ社の敷地内には関連会社が２社存在しており、申立人が同社へ移

籍した可能性も考えられることから、社会保険事務所が保管する同社の被保険

者名簿も確認したが、同名簿に申立人の名前は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2294 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年２月 28日から同年３月１日まで 

            ② 平成 16年８月 31日から同年９月１日まで 

    Ａ社の退職日が平成 16 年２月 27 日となっているため、翌２月 28 日が資

格喪失日となり、同年２月の厚生年金保険加入記録が無いので、資格喪失日

を同年３月１日として、同年２月までの厚生年金保険の被保険者期間を認め

てほしい。また、Ａ社の後に勤務したＢ社は、16年８月 31日まで勤務した

記憶があるが、同年８月分の加入記録が無いので、同社における被保険者資

格喪失日を同年９月１日として、同年８月までの厚生年金保険の被保険者期

間を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ社における申立人の平成 16 年２月の給与明細書

等から、同年同月の厚生年金保険料が給与から控除されていることが確認でき

る。 

しかしながら、同社が保管している申立人に係る健康保険・厚生年金保険被

保険者資格喪失確認通知書によると、申立人の同社における資格喪失に係る処

理は平成 16年２月 28日付けで行われていることが確認できるとともに、同通

知書の備考欄には、申立人の退職日が同年２月 27 日である旨記載されている

ことが確認できる。 

また、申立人の同社における厚生年金保険の資格喪失日が平成 16年２月 28

日付けで処理されていることについて、同社は、申立人の了解の上で、申立人

の退職日を同年２月 27 日としたためであると供述しており、申立人の同社に

おける退職日については、申立人の出勤簿にも同年２月 27 日付けで退職と記

載されている。 



 

なお、同社は、申立人の退職日を平成 16年２月 27日として処理しているに

もかかわらず、申立人の同年同月の厚生年金保険料を同年同月の給与から控除

していることについて、当時の担当者が在職していないので分からないと供述

している。 

申立期間②については、Ｂ社が保管している申立人に係る労働契約書に、申

立人の契約期間は「平成 16年３月１日から同年３月 31日まで、継続する場合

同年８月 30日の期間」とする旨記載されている。 

また、同社が保管している労働者名簿及び業務報告書にも、申立人の同社に

おける最終労働日は平成 16 年８月 30 日である旨が記載されており、同社は、

申立人が同日付けで同社を退職していることについて、退職証明書により証明

している。 

さらに、申立人の同社における平成 16 年９月の給与明細書（同年８月の勤

務を対象として、同年９月に支給される給与に係るもの）及び賃金台帳等によ

り、申立人の同年８月の厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2296 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月 11日から 43 年 10月 19日まで 

    64歳の時、社会保険事務所で年金の加入記録を照会したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間について脱退手当金が支給されている旨の回答を

もらった。 

    しかし、その時まで脱退手当金の制度を知らなかった上、その請求手続

や受給についての記憶も無い。 

    このため、申立期間について、厚生年金保険の加入記録を回復してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載

されているページとその前後６ページに記載されている女性従業員のうち、申

立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日（昭和 43 年 10 月 19 日）の前後２年

以内に資格喪失した者 28 名について脱退手当金の支給記録を確認したところ、

22名について脱退手当金の支給記録があり、そのうち 19名は資格喪失日から

４か月以内に脱退手当金の支給決定がなされていることを踏まえると、申立人

についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高い

ものと考えられる。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味す

る表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の

誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後

の昭和 44 年２月７日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給等に係る

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受



 

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2297                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月１日から 50 年３月 21日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

いので、同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和 48年 10月１日から勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社で社会保険事務手続を担当していた事業主の妻は、同社

は平成 13年に解散しており、申立期間当時の書類は保存されておらず、また、

自身も、申立人が同社に入社した時期を記憶していないことから、申立人の申

立期間における勤務実態や厚生年金保険の加入状況等については確認できな

いと供述している。 

また、申立人が記憶しているＡ社の元上司及び同僚各１名に、申立人の申立

期間における勤務実態や厚生年金保険の加入状況等を照会したところ、１名は

申立人を記憶しておらず、残りの１名は、申立人が同社に勤務していたことを

記憶していたものの、申立人の勤務期間及び同社における申立人の厚生年金保

険加入の取扱いについては分からないと回答している。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立期間当時、厚生年金保険に加入していたことが確認できる他の５名の

従業員に照会したところ、４名から回答があったが、２名は申立人を記憶して

おらず、残りの２名も、申立人が同社に勤務していたことは記憶していたもの

の、勤務期間及び同社における申立人の厚生年金保険加入の取扱いについては

分からないと回答している。 

加えて、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は、昭和 50年３月 21日



 

からの加入とされており、申立人の同社における厚生年金保険加入記録と一致

しており、申立期間において、雇用保険の加入記録は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2298                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年５月 25日から同年６月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

いので、同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が保管していた従業員名簿及び出勤簿により、

申立人が、平成 10年５月 25日から同社に継続して勤務していたことは確認で

きる。 

しかしながら、同社では、申立期間当時、当月分の厚生年金保険料を従業員

の翌月の給与から控除する方法であったと説明しているところ、申立人に係る

同社の平成 10 年６月分の給与明細書において、同年５月分の厚生年金保険料

が控除されていないことが確認できる。 

また、同社では、同社が保管している申立人の厚生年金保険被保険者資格取

得届（控）において、申立人の資格取得日は平成 10 年６月１日とされている

こと、及び同社の申立期間当時における社会保険事務担当者が、「申立人は、

平成 10年５月 25日に入社したが、厚生年金保険の資格取得は同年６月１日付

けで行った。」と供述していることから、申立人の同年５月分の厚生年金保険

料については給与から控除していないと考えられると供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年３月１日から同年７月１日まで 

② 昭和 26年７月１日から 36年４月１日まで              

ねんきん特別便の記録に申立期間の被保険者期間が無かったので、社会保

険事務所で調べてもらったところ、その期間についても脱退手当金が支給さ

れていることになっていることを初めて知った。 

しかし、申立期間後に勤めた事業所を退職後に、社会保険事務所に出向き、

脱退手当金の請求手続を行ったものの、その際、申立期間については申請し

た記憶は無いので、申立期間について脱退手当金を受給していないことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所に出向き、申立期間後の厚生年金保険被保険者期間に

係る脱退手当金については申請した記憶はあるものの、申立期間に係る脱退手当金

については申請していないと申し立てているところ、脱退手当金を支給する場合、

本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期間をその計算の基礎とするものであ

り、申立人が受給した脱退手当金は、申立期間を含む支給日前のすべての厚生年金

保険被保険者期間を基礎として計算され、一連の事務処理も申立期間を含む脱退手

当金が支給されたものとなっており、不自然な点は無い。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されたことを

意味する「脱」の表示が日付入りで記されているとともに、申立人から聴取しても、

申立期間を含む脱退手当金を受給したことを疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 10月１日から 38 年８月１日まで 

平成 17 年に年金を受給し始めたが、申立期間が年金に反映されていなか

ったので社会保険事務所で調べてもらったところ、当該期間について脱退手

当金が支給されたことになっていることを初めて知った。 

しかし、当時は脱退手当金の制度を知らなかったし、申請した記憶も受給

した記憶も無いので、申立期間について脱退手当金を受給していないことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金保険被保険者記号番号払出簿の申立人の氏名は、昭和 38年 12月５

日に旧姓から新姓に氏名変更されており、申立期間の脱退手当金は同年 12 月

13 日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて氏

名変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立人の被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」表示

が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤り

は無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後に支

給決定されている上、社会保険事務所が保管する申立人の厚生年金保険脱退手

当金支給報告書には支給対象期間、支給額及び支給日が記載されているなど、

脱退手当金の支給等に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2301 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年４月 10日から 32 年 10月１日まで              

平成 14 年に、社会保険事務所に行って年金の受給手続をした際、脱退手

当金の支給記録には、脱退手当金を受給した直前に勤めていた事業所の被保

険者期間（昭和 35年２月１日から 39年 10 月 23日まで）のほかに、申立期

間が含まれている旨の説明を受けた。 

しかし、脱退手当金の支給記録に申立期間が含まれていることについては、

納得できないので、申立期間について、脱退手当金を受給していないことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されたことを意

味する「脱」表示が記されているとともに、申立期間と申立期間後の被保険者

期間を基礎とした脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、脱退手当金が支

給された厚生年金保険被保険者期間に係る資格喪失日から約１か月後の昭和

39 年 12 月 11 日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給等に係る一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても申立期間を含む脱退手当金を受給したことを疑

わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2302 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28年６月ころから同年 11月ころまで                        

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和28年６月ころから同年11月ころまでの申立期間の記録

が無いとの回答をもらった。間違いなく同社には勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてＡ社に勤務していたと申し立てているが、社会保険

事務所の記録によると、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 28年７

月１日であること、また、同社は当時の従業員に関する資料を残していないことな

どから、申立人が申立期間に同社に勤務していたことや申立期間の厚生年金保険料

の控除等について確認できないとしているほか、申立期間当時の事業主も申立期間

当時の勤務については記憶が明確でないとしている。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務していたと記憶している同僚４名のうち

１名は死亡していること、さらに、残り３名の連絡先は不明であること等から供述

が得られず、当該同僚から申立人の申立期間当時の勤務の実態や厚生年金保険の適

用状況等について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の事業所別被保険者名簿により申立期間当時

に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員のうち、連絡の取れ

た従業員は１名であるが、当該従業員は申立人のことを記憶していないとしている。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年９月 25日から 25 年２月１日まで                        

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和 21 年５月５日から 28 年 11 月 26 日までの期間のうち、

申立期間の記録が無いとの回答をもらった。同社には勤務していたので、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における同僚の供述により、申立人は、申立期間当時も同社に

勤務していたことを推認することができる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、昭和 28 年 11月 26 日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなっているほか、当時の事業主は死亡してい

ること、また、同社の所在地を管理する法務局には同社の商業登記の記録も無

く役員等の連絡先が不明であること等から供述が得られず、同社及び事業主等

から申立人の申立期間当時の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等につい

て確認することができない。 

また、申立人はＡ社において一緒に勤務していた同僚４名を記憶していると

ころ、連絡の取れた同僚２名のうち１名は、申立人が勤務していたことを記憶

しているが、申立期間当時の申立人の勤務形態や職務内容の変更等については

分からないとしているほか、残り１名の同僚とも同社における厚生年金保険の

適用状況等については分からないとしている。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の事業所別被保険者名簿により申立期間

当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員への照会結

果では、連絡の取れた２名の従業員のうち１名は、申立人のことを記憶してい

るが申立人の勤務期間については記憶していないとしているほか、申立期間当



 

時の申立人の勤務形態の変更や同社における厚生年金保険の適用状況等につ

いては分からないとしている。残り１名の従業員は、申立人のことを記憶して

いないとしている。 

加えて、Ａ社に係る社会保険事務所の事業所別被保険者名簿により申立人は、

昭和 21 年９月 25 日に被保険者資格を喪失し、その後 25 年２月１日に資格を

再取得していることが確認できるが、事業主から申立人に係る被保険者資格の

喪失届及び取得届が提出されないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記

録するとは考え難い上に、当該被保険者名簿に欠番は無く、不合理な記録訂正

も無いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得

の届出を行ったものと考えられる。 

また、事業主は、仮に申立人の申立期間に係る資格喪失届を提出していない

としても、その後の資格の再取得の届出の際に、社会保険事務所の記録におい

て申立人が申立期間に被保険者となっていたことに気付いたはずであり、さら

に、申立期間に申立人の給与から厚生年金保険料を控除していれば、毎月の社

会保険事務所からの保険料納入告知の額との差により、申立人が被保険者とな

っていないことに気付いたはずであると考えられる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2304 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年 10月１日から 47年８月１日まで                        

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和 46年 10月１日から 47年７月 31日までの申立期間の記

録が無いとの回答をもらった。申立期間には、Ｂ社にも勤務し同社の厚生年

金保険の加入記録はあるものの、同社就業時間終了後Ａ社でも勤務していた

ので、当該期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚の供述から、申立人が、申立期間のうち、昭和 46年 10月ころか

ら 47 年２月ころまで同社に勤務していたことを推認することができるほか、

Ｂ社についても、申立期間に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる。 

しかし、Ａ社の回答では、「申立人が当社で直接雇用されていることが極め

て低いと考えられ、また、勤務形態が夜（３、４時間勤務）の場合はフルタイ

ムではないので社会保険の加入が難しい。」としている。このほか、「申立人が

同社に勤務していたことを確認できる資料を保管していないことなどから、申

立人の申立期間における勤務実態や厚生年金保険の加入状況等については分

からない。」としている。さらに、申立人が記憶している同僚について、「厚生

年金保険の加入記録がある理由はパ－トで採用されたとしてもフルタイムと

同様な勤務形態であったのではないか。」としている。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務していたことを記憶している同僚は、

「自分は、申立人と同じ時期に入社して昭和 47年２月ころに退職しているが、

申立人は、自分が退職するまでは同社に勤務していたのではないか。」として

いるが、「申立人の申立期間当時の同社における厚生年金保険の加入状況等に



 

ついては分からない。」としている。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の事業所別被保険者名簿により申立期間

当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員のうち、連

絡の取れた２名の従業員は、申立人のことを記憶していないと供述している。

また、このうち１名は、「申立人と同じく昭和 46 年 10 月１日にパ－ト・アル

バイトで接客案内係として入社した。」としているほか、「自分は、１日の勤務

時間は６時間、月当たり 20日から 25日勤務であり厚生年金保険に加入してい

た。」としているところ、社会保険事務所の事業所別被保険者名簿で確認でき

る当該同僚の厚生年金保険被保険者資格の取得日は46年10月１日であること

が確認できる。このことから、Ａ社では、勤務状況により厚生年金保険への加

入の取扱いが異なっていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除については、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2315      

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男         

    基礎年金番号 ：            

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生       

    住    所 ：              

 

  ２ 申立内容の要旨                 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年５月 21日から同年９月 20日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、昭和 48 年５月 21 日から同年９月 20 日までの期間の加入

記録が無かった。同社には、48年２月１日から 49年３月まで継続して勤務

していたので、当該期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てており、当時の同僚の

供述からも、申立期間に同社に勤務していたことがうかがえる。  

しかし、雇用保険の記録では、申立人の被保険者期間は、昭和 48年３月 26

日から同年５月 20日までの期間及び同年９月 21日から 49年３月 30日までの

期間であり、48 年５月 21 日から同年９月 20 日までの期間は雇用保険に未加

入となっており、厚生年金保険の被保険者記録と一致している。   

また、Ａ社は既に解散している上、当時の事業主は申立人のことを記憶して

おらず、ほかの複数の取締役は、死亡等により事情を聴くことができず、申立

人の勤務状況、保険料控除等を確認することができない。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期

間当時被保険者であった複数の従業員のうち、連絡の取れた３名からは、申立

人の申立期間の厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる供述を得

ることができなかった。    

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実、これまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を



 

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2316  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生   

    住    所 ：  

    

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年２月１日から同年５月１日まで   

  社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社。）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。同社

には、昭和 26 年１月１日から昭和 37 年９月 20 日まで継続して勤務してい

たので、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に継続して勤務していたと申し立てている。                

しかし、Ａ社は、申立期間当時の資料を保管していないため、申立期間にお

ける申立人の勤務状況、厚生年金保険料の控除等を確認できないとしている。     

また、申立人が記憶している５名の上司、同僚のうち、１名は、申立人のこ

とを記憶しているが、申立期間当時にＡ社に勤務していたかどうかは分からな

いとしており、残る４名の同僚については、死亡又は人物の特定ができない等

により申立人の勤務状況、保険料控除等について確認できなかった。      

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期

間当時被保険者であった従業員のうち、連絡の取れた３名全員が申立人のこと

を記憶していないとしており、申立人の勤務状況、保険料控除等について確認

できなかった。         

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2317     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：       

生 年 月 日 ： 昭和 11年生   

住 所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月 1日から同年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。同社には昭和 41 年４月

１日に再入社し、43 年１月まで勤務していたので、申立期間に厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。       

           

第３ 委員会の判断の理由        

雇用保険の記録等から、申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたことが認

められる。   

しかし、当時の事業主は既に死亡しており、申立人の申立期間の厚生年金保

険料控除について事情を聴くことができない上、現在の事業主（当時の事業主

の子息）は、再入社した申立人の勤務状況をみるために、再入社後すぐに厚生

年金保険に加入させなかったと思われると供述している。    

また、当時の経理事務を担当していた者は、几帳面な事業主が申立人の給与

から保険料を控除しながら、申立人を厚生年金保険に加入させなかったとは考

えられず、４か月間申立人の勤務状況をみた後に厚生年金保険に加入させたと

思われると供述している。  

さらに、申立人が記憶している当時の同僚４名に照会したが、申立人の申立

期間の厚生年金保険料が控除されたことを確認できる供述は得られなかった。      

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2318                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月 30日から同年７月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

いので、同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が、Ａ社に平成４年６月 30 日まで勤務

していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社では、申立期間当時は、従業員の当月分の厚生年金保険

料を翌月の給与から控除する方法であったとしている。この方法では、従業員

が、月末まで勤務して退職する場合に、退職月まで厚生年金保険の加入記録を

取得させるためには、退職月の給与から前月分と当月分の２か月分の厚生年金

保険料を控除し、翌月の１日付けで資格喪失届を社会保険事務所に提出する必

要があると考えられるところ、申立人から提出された申立期間に係る平成４年

６月分の給与明細書では、１か月分の厚生年金保険料のみが控除されているこ

とが確認できる。 

また、申立人から、Ａ社に勤務していた全期間（申立期間を含む 14か月分）

の給与明細書が提出されていることから、同給与明細書の内容を確認したが、

厚生年金保険料は、申立人が同社に入社した平成３年５月の給与を除く 13 月

分の給与から同月数分の厚生年金保険料が控除されていることが確認でき、申

立人が退職する４年６月に係る厚生年金保険料が控除されていることは確認

できなかった。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2319                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年３月５日から 33年９月１日まで 

    Ａ組合に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い

ので、同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ組合から提出された社員名簿には、申立人について「昭和 32 年３月５日

雇入」と記載されていることから、申立人が、申立期間において同組合に勤務

していたことは確認できる。 

しかしながら、上記の社員名簿には「健保、年金取得月日 昭和 33 年９月

１日」と記載があり、同記載内容は、社会保険事務所が保管するＡ組合に係る

厚生年金保険被保険者名簿に記載されている申立人の記録及び健康保険組合

の加入記録と一致している。 

また、Ａ組合では、申立期間当時の厚生年金保険に係る資料は保存しておら

ず、当時の社会保険事務担当者も死亡しているため、申立人の申立期間に係る

厚生年金保険の加入状況を確認することはできないとしながらも、社員名簿の

記載内容から判断して、申立期間当時には、申立人を厚生年金保険に加入させ

ておらず、保険料も控除していなかったと思うと供述している。 

さらに、申立人は、明確な記憶ではないとしながらも、Ａ組合に入社後、正

社員となるまでに試用期間があったとの供述をしていることから、同組合の元

同僚等５名に対して入社日等を照会し、社会保険事務所が保管する同組合の厚

生年金保険被保険者名簿における５名の被保険者資格取得年月日と照らし合

わせたところ、回答のあった４名のうちの３名は、同組合に入社後、２か月か

ら１年程度の期間を経てから厚生年金保険の被保険者資格を取得しているこ



 

とが確認できる（ほか１名は、入社日が不明との回答であった。）。なお、上記

３名のうち、入社後、資格取得まで１年程度の期間を要している１名は、同期

間は試用期間であったこと、また、同期間には厚生年金保険料は控除されてい

なかったことを供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


